
うつくしま子ども
夢 プ ラ ン



は じ め に

知 事 写 真

子どもは、親にとってかけがえのない存在であるとともに、社会の宝であり、子どもが

大切にされ健やかに成長することは、社会全体の願いです。

本県では、これまで、平成７年３月に「うつくしま子どもプラン」を、平成１３年３月

には「新うつくしま子どもプラン」を策定し、安心して子どもを産み育てることができる

子育て支援の施策や、子どもの意見を尊重した子育ち環境づくりのための施策を積極的に

推進してまいりました。

しかし、この間、核家族化や地域社会における人間関係の希薄化などによる子育ての孤

立化、女性の社会進出が進む中で子育ての負担が女性に偏っていることなどによる、子育

てへの不安や負担感の増大などを背景に、全国的には比較的子育てしやすい環境にあると

は考えられる本県においても、少子化の進行に歯止めがかからない状況にあります。

このため、緊急に少子化対策を推進することが重要であるとの認識の下、「新うつくし

ま子どもプラン」を計画期間（平成１３年度～平成１７年度）終了を待たずに見直すこと

とし、「うつくしま子ども夢プラン」を策定いたしました。

このプランにおいては、本県の特性も生かしながら、安心して子育てができるとともに

子どもが健やかに育つことができる環境づくりのため、「社会全体で子育ち・子育ての支

援」を理念として掲げ、子育てしやすい県づくりの気運を盛り上げる「子育て支援を進め

る県民運動」を大きな柱として展開しながら、総合的に施策を推進していくこととしてお

ります。

県といたしましては、今後、市町村や関係団体、民間企業等と連携を図りながらプラン

の実現に向けて着実に取組みを進めてまいりたいと考えておりますので、県民の皆様には

一層の御理解と御協力をお願い申し上げますとともに、子育ち・子育てを支援する一員と

して県民運動への参加をぜひお願いいたします。

終わりに、このプランの策定に当たり、貴重な御意見をいただきました「福島県子育ち

・子育て環境づくり推進会議」の委員の皆様をはじめ、御協力を賜りました多くの方々に、

心から御礼を申し上げます。

平成１７年３月

福島県知事 佐藤 栄佐久
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第１章 計画の策定にあたって
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１ 見直しの趣旨

(1) 県においては、少子高齢社会に対応し、「安心して子どもを産み育てられる社会」

を築くことを目的として、平成７年３月に「うつくしま子どもプラン」を策定し、

平成７年度から平成１２年度を計画期間として「子どもが健やかに生まれ育つため

の環境づくり」に取り組んできました。

(2) さらに、少子化の進行及び児童虐待問題の顕在化や増加など子どもと家庭を取り

巻く環境の変化を踏まえて計画の見直しを行い、安心して子どもを産み育てること

ができるよう子育て支援の施策をさらに推進するとともに、子どもが大切にされ、

子ども自身の持つ能力が十分発揮できるよう、子どもの意見を尊重した子育ち環境

づくりの視点を加え、施策の充実を図った総合的な計画として、平成１３年３月に

「新うつくしま子どもプラン」を策定し、平成１３年度から平成１７年度を計画期

間として施策を推進してきました。

(3) しかし、その後も少子化の進行には歯止めがかからず、本県の平成１５年の合計

特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む平均子ども数）は１．５４と全国第２位

の水準とはなっているものの、これまでで最低となり、少子化は一層進行している

状況にあります。

(4) このため、県としては、緊急に集中的な対策を講じることが必要であるとの考え

から、現在の計画の最終年度を待たずに計画の見直しを行うこととしました。

２ 計画の性格

(1) 子どもを社会全体の宝ととらえ、行政、企業、地域社会が協力し社会全体で子育

てを支援するという理念の下、地域における様々な社会資源の効果的活用による子

育て支援、企業における子育てに理解のある雇用環境づくり、男性の育児参加等に

重点的に取り組む外、次代の親づくりの視点を新たに取り入れ、子育ち・子育て環

境づくりをさらに推進していく方向性を示しています。

(2) 「福島県新長期総合計画『うつくしま２１』」、「第４次福島県社会福祉計画『う

つくしま福祉プラン２１』」、「第四次福島県保健医療計画『うつくしま保健医療福

祉プラン２１』」を始め、「ふくしま青少年育成プラン」等、県の各種計画と整合

性を図った計画です。また、本プランは、次世代育成支援対策推進法に基づく行動

計画及び児童福祉法に基づく保育計画としても位置付けます。

(3) 市町村の次世代育成支援対策に係る計画と整合性を図った計画です。

(4) 各種施策を計画的に推進するため、できる限り目標値を設定しています。

３ 計画の期間

この計画は、平成１７年度から平成２１年度までの５年間を計画期間としています。

なお、社会情勢の変化や他計画の見直しなどに応じ、目標値その他について必要な見

直しを行います。
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第２章 福島県の子どもと家庭を

取り巻く状況
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１ 少子化の進行

(1) 出生数、出生率の低下

福島県の出生数は、戦後の第１次ベビーブームの約７万２，０００人（全国約２

６９万７，０００人）をピークに急減し、その後、第２次ベビーブームに当たる昭

和４８年～４９年頃に３万２，０００人台（全国約２０９万２，０００人）まで回

復しましたが、その後は減り続け、平成１４年には２万人を割り込み、平成１５年

には１万８，８２４人（全国１１２万３，６１０人）まで減少しました。

また、福島県の合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む平均子ども数）は、

全国を上回る水準で推移しており、平成１５年は１．５４（全国１．２９）と全国

第２位となっていますが、昭和３０年以降、多少の上下はあるものの減少傾向にあ

り、現在の人口を維持するのに必要な２．０７を大きく下回っている状況にあり、

少子化が進行しています。

（以下、本章における図表は、特に説明のない限り、福島県に関するデータです。）

厚生労働省「人口動態統計」
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(2) 少子高齢化の進行

少子化の進行に伴い、年少人口（０～１４歳）が減少するとともに、老年人口（６

５歳以上）の増加により、少子高齢化が進行しています。

福島県の総人口に占める年少人口の割合は平成１５年１０月１日現在１５．２％

（全国１４．０％）と全国に比べて高い水準にありますが、同時に、平成１５年１

０月１日現在の老年人口の割合も２１．８％（全国１９．０％）と高くなっていま

す。

平成８年に初めて老年人口割合が年少人口割合を上回って以来、その差は年々大

きくなっており、今後もさらに拡大することが見込まれています。

平成１５年まで－総務省「国勢調査」、県生活統計グループ：福島県の推計人口

平成２２年から－国立社会保障・人口問題研究所：将来推計人口
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(3) 将来の人口

少子化の進行や流出傾向にある社会動態とあいまって、福島県の人口は平成１０

年１月の２，１３８，４５４人をピークに減少傾向にあります。

平成１５年まで－総務省「国勢調査」、県生活統計グループ：福島県の推計人口

平成１７年から－国立社会保障・人口問題研究所：将来推計人口

(4) 少子化の社会に与える影響

少子化に伴う少子高齢化の進行とともに人口の減少が社会に与える影響として、

次のようなものが考えられます。

・ 労働力人口の減少及び労働者の高齢化による経済成長、経済活力の低下

・ 人口の高齢化による現役世代の社会保障の分野における負担の増大

・ 単身者や子どものいない世帯の増加による家族の変容

・ 子ども同士の交流の機会の減少、過保護化などによる子どもの健全育成への

影響

・ 住民への福祉サービス等の基礎的なサービスの提供が困難になること

福島県の推計人口（各年１０／１現在）
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２ 少子化の要因とその背景

(1) 未婚率の推移と平均初婚年齢の推移

福島県の未婚率の推移をみると、全国よりは低いものの、男性の２０代前半を除

いては全体的に上昇してきており、晩婚化の傾向が強くなってきています。

男女とも、２０代後半及び３０代前半の未婚率の上昇が目立ちます。

総務省「国勢調査」
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総務省「国勢調査」

また、平均初婚年齢は、平成１５年で男性は２８．７歳（全国２９．４歳）、女

性は２６．６歳（全国２７．６歳）と全国に比べて低く、特に女性は全国第１位と

なっていますが、徐々に高くなってきています。

厚生労働省「人口動態統計」

出生数や合計特殊出生率の低下には、この晩婚化・未婚化の進行が大きな要因と

なっていると考えられます。そして、この背景には、結婚観、価値観等の変化、結

婚や子育てと仕事の両立の負担感、子育ての負担感、若者の経済力の低下などがあ

るものと考えられます。

２５～２９歳 ３０～３４歳
昭和５０年 平成１２年 昭和５０年 平成１２年

福島県（男性） 42.7% 62.5% 福島県（男性） 12.0% 40.1%
全　国（男性） 48.3% 69.3% 全　国（男性） 14.3% 42.9%

福島県（女性） 19.9% 45.9% 福島県（女性） 6.4% 21.6%
全　国（女性） 20.9% 54.0% 全　国（女性） 7.7% 26.6%

未婚率の推移（福島県と全国の比較）
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(2) 結婚観、価値観等の変化

① 結婚に対する意識

平成１５年度に県少子高齢社会対策グループで実施した県民意識調査（以下「県

民意識調査」という。）によれば、未婚者の結婚に対する考え方は、理想的な相手

が見つかるまでは結婚しなくてもかまわないとする人が全体の４８．７％、ある程

度の年齢までには結婚するつもりとする人が４６．７％、一生結婚するつもりはな

いとする人が３．４％などとなっています。

※ 県民意識調査：平成１６年１月～２月にかけて実施

対象 ２０歳～５０歳までの９，０００人

有効回収数 ４，０２５（有効回収率 ４４．６％）

（うち子どものいない未婚者 ８４８人（平均約３０．２歳））

② 独身でいる理由

県民意識調査によれば未婚者が独身でいる理由は、適当な相手にまだめぐり会え

ない、独身の自由さや気楽さを失いたくない、結婚する必要性をまだ感じない、今

は趣味や娯楽を楽しみたいなどが多くなっています。

県少子高齢社会対策グループ：県民意識調査（平成１６年２月）

 単位：％
全体 男性 女性

適当な相手にまだめぐり会えないから 58.1 63.1 51.1
独身の自由さや気楽さを失いたくないから 33.8 34.1 33.6
結婚する必要性をまだ感じないから 29.4 29.8 28.8
今は、趣味や娯楽を楽しみたいから 29.2 33.7 23.2
結婚資金が足りないから 21.8 25.2 17.2
相手に自分の生活を合わせないといけないから 14.9 11.8 19.2
お金が自分の自由にならないと思うから 13.9 16.0 11.0
今は、仕事に（学業に）打ちこみたいから 11.8 9.1 15.5
仕事と家事を両立させる自信がないから 11.4 3.7 22.3
異性とうまくつき合うことができないから 11.2 14.4 6.8
結婚するにはまだ若すぎるから 11.0 11.4 10.5
家計をやりくりするのが大変だから 9.3 10.5 7.6
家族や親せきなどの人間関係に自信がないから 7.8 4.1 13.0
仕事と育児を両立させる自信がないから 6.6 2.6 12.1
家事が大変だから 5.1 1.2 10.5
自分の健康上の理由で 5.0 4.7 5.4
育児が大変だから 4.6 2.6 7.3
結婚生活のための住居のめどがたたないから 3.8 4.1 3.4
親や周囲が結婚に同意しないから 2.5 1.0 4.5
結婚相手の老父母等の介護が困難だから 2.0 1.4 2.8

独身でいる理由
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③ まとめ

理想的な相手が見つかるまでは結婚しなくてもかまわない、ある程度の年齢まで

には結婚するつもりと多くの人が、結婚を否定してはいないものの急いではいない

ことがうかがえます。また、独身でいる理由も、独身の自由さを失いたくない、今

は趣味や娯楽を楽しみたい、結婚するとお金が自分の自由にならないなど、独身生

活の利点を享受しているため今は結婚しなくてもよいという意識があることがうか

がえます。
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(3) 結婚や子育てと仕事の両立の負担感

① 未婚者の意識

県民意識調査によれば、独身でいる理由で、女性が男性より強く感じているもの

に、仕事と家事あるいは育児を両立させる自信がない、家事が大変などがあげられ

ています。

② ライフコース

県民意識調査で、未婚女性に今後たどると考えるライフコースについて聞いた結

果は下記のとおりです。全国の同種の調査結果と比較すると、結婚しても仕事を一

生続けようとする人が多く、専業主婦志向は低いことがうかがえます。

※ ＤＩＮＫＳ： Ｄｏｕｂｌｅ Ｉｎｃｏｍｅ Ｎｏ Ｋｉｄｓの略。二重の

収入があり子どもを持たない夫婦の意味

県少子高齢社会対策グループ：県民意識調査（平成１６年２月）

国立社会保障・人口問題研究所：第１２回出生動向基本調査（平成１４年６月）

15.8 4.9 16.2 38.2 12.8 12.1

13.0 5.1 35.0 26.3 5.9 14.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

福島県

未婚女性の今後たどると考えるライフコース

非婚就業 ＤＩＮＫＳ 結婚と仕事の両立
子育て後再就職 専業主婦 その他・無回答
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③ 女性の就労状況

女性の就業者数は、従業上の地位別にみると、昭和６０年に比較して平成１２年

は、家族従業者が１２万１千人から６万９千人に減少し、一方で、会社などに勤め

ている雇用者は２７万８千人から３４万８千人に増加しており、女性の社会進出が

進んでいます。

総務省「国勢調査」

26 69 348

32 80 340

40 100 313

44 121 278

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

女性就業者数（千人）

平成12年

平成７年

平成２年

昭和60年

女性就業者数の推移

自営業者 家族従業者 雇用者
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④ 女性の労働力率

女性の労働力率（１５歳以上人口に占める就業者数及び完全失業者数の割合）を

年齢別に見ると、３０歳から３４歳の労働力率が低いＭ字型を示しており、結婚や

出産を機にいったん仕事を離れ、子育てが一段落した後再就職する女性が多いこと

が分かります。

全国と比較すると、２０歳以上（８０歳未満）の各年齢層で本県の方が高くなっ

ています。

総務省「国勢調査」

年代別女性労働力率
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10.0
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90.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

女
性
労
働
力
率

（
％

）

福島県（平成７年） 福島県（平成12年） 全国（平成７年） 全国（平成12年）
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⑤ 子どものいる世帯の共働きの状況

平成１２年の国勢調査によると、１８歳未満の子どもがいる世帯約２０万２千世

帯のうち、夫婦共働きの世帯は約１２万７千世帯、６２．５％となっています。共

働き率を子どもの年齢でみると、６歳未満の子どもがいる世帯では４６．１％、６

歳から１４歳の子どもがいる世帯では７３．２％に達し、子どもが小学校に入学す

ると母親の就労率が高くなることが分かります。０歳から１歳の乳児がいる世帯で

は、３７．０％と低くなっています。

総務省「国勢調査」

37.0 60.9 2.1

46.1 51.8 2.1

73.2 24.9 1.9

77.9 19.4 2.7

62.5 35.4 2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0～１歳（再掲）

６歳未満

６～14歳

15～17歳

全体

１８歳未満の子どもがいる夫婦世帯の就労状況

夫婦とも就業 夫のみ就業 その他
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⑥ 育児休業の取得状況

平成１５年の県内の育児休業の取得状況を県が調査を始めた平成１２年と比較す

ると、女性において大きな伸びは見られず、男性においてはわずか０．２％にとど

まっている状況です。

県労政グループ：労働条件等実態調査

⑦ 保育所等の利用状況

保育所（認可保育施設）は、平成１６年４月１日現在で８４市町村に３０１か所

設置されています。平成１６年の入所児童数は２３，８４５人と、平成１０年の１

９，７２８人と比較して増加しています。しかし、保育所の入所を希望しても定員

の関係等で希望する保育所に入所できない待機児童も、平成１６年で３０４人と平

成１０年の１８０人に比較して大幅に増加しています。

中でも低年齢児（０、１、２歳児）の入所児童数については、平成１０年に５，

８０７人、平成１６年に８，３５６人、待機児童数については、平成１０年に１２

３人、平成１６年に２０９人と、全体の児童数の中で大きな割合を占めています。

なお、待機児童数の増加傾向は、中通りを中心とした都市部で強くなっています。

（参考：郡山市（中核市）の平成１６年４月１日現在の待機児童数 １２９人）

育児休業取得率の推移
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県子育て支援グループ：保育所現況調、厚生労働省報告

県子育て支援グループ：保育所現況調、厚生労働省報告

保育所入所児童数の推移（各年４／１現在）
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また、認可外保育施設については、施設数及び入所児童数は横這いからやや減少

傾向にありますが、認可保育所入所児童数と合わせた児童数全体の２割程度が入所

しており、重要な役割を担っています。

県子育て支援グループ：保育所現況調、厚生労働省報告

県子育て支援グループ：保育所現況調、厚生労働省報告

認可外保育施設の推移（各年３／３１現在）
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さらに、幼稚園については、平成１６年５月１日現在で３８３園（平成１０年４

００園）あり、施設数、在園児数ともに減少傾向にありますが、小学校入学児童の

約７１％が幼稚園生活を経験しており、３歳以上の幼児の保育において重要な役割

を果たしています。

県教育委員会：学校統計要覧

⑧ まとめ

女性は結婚や子育てを仕事と両立したいと考えているものの、独身でいる理由の

中では両立の自信がない等の理由があげられており、実際にも結婚した後は、子育

て時期に労働力率が低下するなど、結婚や子育てと仕事の両立が難しいことがうか

がえます。こうしたことから、子育てと仕事の両立について支援していく必要があ

ります。

幼稚園在園児数の推移（各年５／１現在）
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(4) 子育ての負担感

① 世帯の状況

世帯数は年々増加していますが、１世帯当たりの人員は年々減少し、核家族化が

進行しています。

総務省「国勢調査」、県生活統計グループ：福島県の推計人口

世帯数と１世帯当たりの人員推移
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② 子どものいる世帯の状況

１８歳未満の子どものいる世帯は平成７年の４０．８％から、平成１３年には３

４．２％に減少し、１世帯の平均児童数も１．９３人から１．８１人に減少してい

ます。

福島県は、全国と比べると３人以上の子どものいる世帯の割合は高い状況にあり

ますが、近年は減少傾向にあり、一人っ子の世帯が増加する傾向にあります。

厚生労働省「国民生活基礎調査」

厚生労働省「国民生活基礎調査」

28.8 71.2

34.2 65.8

38.1 61.9

40.8 59.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１８歳未満の子どものいる世帯といない世帯（％）

全国（平成13年）

平成13年

平成10年

平成７年

１８歳未満の子どものいる世帯といない世帯

子どものいる世帯 子どものいない世帯

１人 ２人 ３人 ４人以上 平均児童数
平成７年 33.3% 43.5% 20.0% 3.1% 1.93人
平成10年 36.2% 42.8% 18.5% 2.5% 1.88人
平成13年 39.8% 41.6% 16.6% 1.8% 1.81人
全国（平成13年） 42.4% 42.5% 13.3% 1.8% 1.75人

児童（１８歳未満の子ども）のいる世帯の児童数別割合
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また、１８歳未満の子どものいる世帯の５５．２％、６歳未満の子どもがいる世帯

の５９．８％が核家族世帯となっており、いずれも増加傾向にあり、子育てが孤立化

してきていることがうかがえます。

総務省「国勢調査」、県生活統計グループ：福島県の推計人口

55.2 38.6 6.2

52.1 42.5 5.4
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52.3 42.6 5.1
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核家族世帯 夫婦と子どもと親からなる世帯 その他の世帯

59.8 35.7 4.5
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６歳未満の子どものいる世帯の家族類型別割合の推移

核家族世帯 夫婦と子どもと親からなる世帯 その他の世帯
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③ 親との同居等に関する意識

平成１２年の国勢調査によると、福島県の三世代同居率は２０．１０％（全国１

０．０８％）で全国第６位となっています。また、平成１３年の国民生活基礎調査

によると、近住率（６５歳以上の高齢者のうち、同一市町村内に子どもが住んでい

る人の割合）は８６．９７％（全国８２．３３％）で全国第１０位となっており、

いずれも全国に比較して高い水準にあります。

県民意識調査で、親と同居している子どものいる家庭に、親と同居してよかった

かと聞いたところ、よかった・どちらかというとよかったという人が７６．９％と

高くなっています。具体的によかったことは、子どもの面倒をみてくれる、緊急時

に子どもを預かってくれる、子どもの感受性が豊かになるなどとなっています。

また、子どものいる人に理想の子どもの人数と現実に持とうと考えている子ども

の人数を聞いた結果は下記のとおりです。親と同居している夫婦の方が多くの子ど

もを持ちたいと考えていることが分かります。

県少子高齢社会対策グループ：県民意識調査（平成１６年２月）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現実（親と別居している人）

現実（親と同居している人）

理想（親と別居している人）

理想（親と同居している人）

理想（現実）の子どもの数

０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答
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④ 子育てに関する意識

県民意識調査で、子どものいる人に子育てに関することで困ることについて聞い

た結果は下記のとおりです。経済的問題が最も多くなっていますが、次いで、緊急

時に子どもを預けるところがない、近所に子どもの遊び友達がいないなどが多くな

っています。

県少子高齢社会対策グループ：県民意識調査（平成１６年２月）

3.7

3.9

5.8

6.7

8.8
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22.8

27.1

30.8

46.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

（％）

その他

子育てについて適当な相談相手が身近にいない

保育サービス等に関して情報が入手しにくい

配偶者や家族の協力が得られない

同年代の子どもを持つ母親・父親が身近にいない

子どもの育て方について配偶者や家族と意見が合わない

子どもの学校生活や交友関係上の問題

環境の汚染や食品の安全性が心配

住宅の問題

安全に暮らせる社会ではない

近所に子どもの遊び友達がいない

緊急時等に子どもを預けるところがない

教育費などの経済的問題

子育てに関することで困ること



- 24 -

また、県民意識調査で、子どものいる人に近所に子どもや子育てについて話をす

る機会がある人が何人いるか聞いた結果は下記のとおりです。１～２人という人が

最も多く、いないという人も２０％を超えており、子育てについて話ができる近隣

者はあまりいないことがわかります。

県少子高齢社会対策グループ：県民意識調査

④ まとめ

核家族化や都市化により子育ては孤立化しています。また、核家族世帯では、親

と同居している世帯に比べて、多くの子どもを産み育てることにためらいがあるこ

ともうかがえます。こうしたことから、相談・情報提供体制の整備、緊急時等の子

どもの預け先の確保、育児不安の解消など子育ての負担軽減を図っていく必要があ

ります。

6.8

20.9

14.0

22.2

36.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

（％）

無回答

いない

５人以上

３～４人

１～２人

子育てに関して話せる近隣者の人数
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(5) 若者の経済力の低下

１５歳～２９歳の若者の労働力人口に占める完全失業者の割合は、平成２年以降

生産年齢全体（１５歳～６４歳）を上回って推移しています。また、その伸びも生

産年齢全体に比べて大きくなっているとともに、全国と比較しても大きくなってい

ます。

さらに、平成１２年の国勢調査によると、１５歳～２９歳の雇用者のうち臨時雇

の割合は１２．０％（全国１５．６％）であり、全国よりは低いものの、生産年齢

全体の１０．８％（全国１３．０％）より高くなっています。

こうしたことから、若年者の就業状況は安定しておらず、経済力も低下している

ものと考えられます。

若年者が家庭を築き子どもを生み育てていく事ができるよう、安定した就労を支

援していく必要があります。

総務省「国勢調査」

労働力人口に対する完全失業者の割合
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１５歳～２９歳（福島県） １５歳～６４歳（福島県）
１５歳～２９歳（全国） １５歳～６４歳（全国）
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３ 期待される行政施策

県民意識調査において、子育て環境の整備や少子化対策について国・県・市町村に期

待する施策等を自由に記述してもらった結果は次のとおりです。経済的支援の充実、保

育サービスの充実、遊びや体験学習の環境づくり、地域における子育て支援の充実、安

全・安心な環境の整備、仕事と子育ての両立のための環境づくりなどへの期待が高くな

っています。

県少子高齢社会対策グループ：県民意識調査

38

2

9

11

11

12

16

19

24

28

33

37

37

38

41

63

79

99

146

158

358

593

0 100 200 300 400 500 600

（人）

その他

児童虐待防止対策

職場内保育所の整備

若者の就労支援

障がい児への支援

働き方の見直し

出産後の再就職の支援

結婚対策

ひとり親家庭への支援

出産や子育てへの理解の促進

不妊に悩む夫婦への対策

仕事と家庭の両立支援

育児休暇を取りやすい環境づくり

幼児教育の充実

次代の親づくり

産婦人科・小児科医療の充実

学校教育の充実

安全・安心な環境づくり

地域における子育て支援の充実

遊びや体験学習等の環境づくり

保育サービスの充実

経済的支援の充実

行政に期待する施策



- 27 -

第３章 計画の理念、目標

及び基本方針
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Ⅰ 計画の理念

社会全体での子育ち・子育ての支援

かつては、子育ては、大家族の中で、さらには家族を越えて集落、地域社会全体で

行われてきました。

しかし、現在の社会においては、核家族化の進行や地域社会における人間関係の希

薄化により、子育てが孤立化し、子育てに伴う不安や負担が大きくなっている状況に

あります。

また、女性の社会進出が進み、結婚や子育てと仕事の両立が望まれていますが、現

実には、子育ての負担が女性にかたよっているなど両立が困難な状況も見受けられま

す。

このように、現在の社会は、子育てしにくい社会になっており、少子化が急速に進

行しているものと考えられます。

こうした中、本県は、合計特殊出生率が全国第２位となっているとともに、三世代

同居率や近住率が高く、また、農家世帯比率等も高いなど、家族や近隣による助け合

いが現在でも息づいており、比較的子育てがしやすい環境にあると考えられますが、

少子化の進行には歯止めがかからない状況にあり、緊急に少子化対策を推進すること

が求められています。

また、子どもは社会の宝であり、子どもが大切にされ、健やかに成長することは、

社会全体の願いです。また、子どもを生み育てること、子どもが健やかに育つことは、

活力ある豊かな未来の社会を築いていく次世代を育成することでもあります。

こうした意味で、安心して子育てができるとともに、子どもが健全に育つことがで

きるよう、行政、企業をはじめ、地域の様々な団体、高齢者等様々な世代など社会全

体で、新たな支え合いによる、子育ち・子育てを支援していく体制づくりを進めるこ

とが重要です。

このため、「社会全体での子育ち・子育ての支援」を少子化対策を進める本計画の

理念とするとともに、県民をあげてこうした体制づくりを進めるため、“子育て支援

を進める県民運動”を展開しながら、各施策を総合的に推進していきます。
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Ⅱ 計画の目標

前記の「社会全体での子育ち・子育ての支援」の理念の下、子育ちや子育てに夢と希

望を持てる社会づくりを目指して、本計画を「うつくしま子ども夢プラン」と名付け、

次の２点を基本的な目標として施策の展開を図ります。

１ 安心して子どもを産み、育てることができる社会

現在の社会においては、結婚や子育てと仕事との両立の負担感、子育ての負担感、

若者の経済力の低下など結婚をしたい人にそれをためらわせるような、あるいは夫婦

が理想の人数の子どもを産み育てるのをためらわせるような様々な要因があります。

そこで、結婚し、子どもを産み育てたいと考えている人が、結婚や子育てと社会参

加を両立させることができ、また、安心して子どもを産み健康に育てることができる

ような社会を目指します。

さらに、次代の親となるべき若年者が自立して家庭を築き子どもを生み育てること

ができる社会を目指します。

２ 子どもが大切にされ、いきいきと育つことができる社会

現在の社会においては、子どもの健やかな成長をおびやかす児童虐待やいじめ、子

どもに対する犯罪などが大きな社会問題となっています。また、離婚の増加によりひ

とり親家庭が増えるなど子どもを取り巻く環境は大きく変わってきています。

そこで、子ども自身の声を尊重し、あらゆる子どもが大切にされ、将来に夢と希望

を持ち、健やかに成長することができる社会を目指します。
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Ⅲ 計画の基本方針

１ 親と子のための保健・医療体制の整備と健康づくり

安心して子どもを産み、健康に育てることを支援するとともに、育児に不安や悩み

を持つ親に対する援助を行う必要があります。このため、安心して出産できる保健・

医療体制及び小児医療体制の整備を進めるとともに、親と子の健康づくりに対する支

援を進めます。

また、不妊に悩む夫婦のための対策を推進します。

２ 子育ての支援

核家族化の進行や地域社会における人間関係の希薄化などに伴い、子育てが孤立化

するとともに、共働き家庭の増加により、地域における子育て支援体制の整備が求め

られています。このため、安心して子育てができるよう相談・情報提供体制を整備す

るとともに、低年齢児保育や延長保育等の実施保育所の拡大など保育サービスの充実、

子育てに関する団体や高齢者など地域における様々な社会資源による子育ての支援を

図ります。

また、出産から子育て、さらには教育に要する費用への負担感が増大しているため、

経済的負担の軽減を図ります。

さらに、住宅や居住環境、まちづくりなどにおいて、子育てしやすい生活環境の整

備を図ります。

３ 子育てと社会参加の両立のための環境づくり

女性の社会進出が進み、結婚、子育てと仕事の両立を望み、共働き家庭が増加する

一方で、固定的な性別役割分担意識は未だ社会に根強く残っており、女性にとっての

家事や子育ての負担は重いものとなっています。このため、個人の価値観を尊重する

のはもちろんですが、男女がともに子育てに関わっていく社会づくりを進めるととも

に、子育てをしながら働き続けることのできる環境づくりのため、子育てに配慮した

働き方の普及促進や職場における子育て支援の促進を図ります。

さらに、育児休業制度等の定着と充実を図るとともに、出産や子育てのためにいっ

たん退職した人の再就職のための支援を進めます。

４ 子どもの健やかな成長のための環境づくり

子どもが健やかに、また、個性豊かに育つことができる環境づくりのため、学校及

び地域における教育の充実を図るとともに、遊びや体験学習に係る環境整備を進めま

す。

また、子どもの人権に関する啓発を進めるとともに、子どもの声を尊重した子育ち

環境づくりを進めます。

さらに、子どもの健全育成を図るとともに、犯罪被害の防止や交通安全など子ども

にとって安全で安心な地域づくりを進めます。
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５ 援助を必要とする子どもや家庭のための支援

障がいのある子どもや家庭での養育が困難となった子ども、ひとり親家庭など援助

が必要な子どもや家庭への支援を進めます。

また、児童虐待の防止体制の整備を図るとともに、犯罪やいじめ、虐待等にあった

子どもに対する支援等を進めます。

６ 次代の親の育成

次代の親となるべき若者に対し、健康教育を行うとともに、家庭を築き子どもを生

み育てることの意義について教育や啓発を図ります。

また、若者が自立して家庭を持てるようにするため、安定した就業に対する支援を

進めます。
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理 念

社会全体での子育ち・子育ての支援

目 標

安心して子どもを産み、 子どもが大切にされ、

育てることのできる社会 いきいきと育つことができる社会

子育て支援を進める県民運動

基本方針
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第４章 基本的施策及び行動計画
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Ⅰ 親と子のための保健・

医療体制の整備と健康づくり
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１ 安心して出産できる保健・医療体制及び小児医療体制の整備

現状と課題

周産期死亡率・乳児死亡率は以前と比べると改善されてきていますが、ここ数年は

下げ止まりの傾向にあります。また、低出生体重児の出生割合も増加しており、さら

に安心して出産できる保健・医療体制の整備を図る必要があります。

また、小児専門医師による診察が望まれている一方で、病院の小児科部門の縮小傾

向が見られることから、小児医療体制の整備を推進していく必要があります。

さらに、健やかな出産のため、健康管理が必要な妊婦に対して正しい健康づくりや

健康の維持、適切な栄養摂取について、適切な保健指導を行っていく必要があります。

施策の方向

既に構築した「総合周産期母子医療センター」、「地域周産期母子医療センター」、

「周産期医療協力施設」からなる「総合周産期医療システム」について、関係機関の

機能分担と相互の有機的連携を図るなど一層の整備充実を図ります。

また、初期救急から第３次救急までその症状に応じた小児救急医療体制の整備を推

進します。

さらに、健康管理が必要な妊婦に対し、正しい健康づくり、健康の維持、適切な栄

養摂取のために、妊娠から出産までの継続的な保健指導サービス体制の整備を図りま

す。

行動計画

※ ●は、今後５年間に重点的に取り組む施策です。

Ｇ（課）名は、平成１７年４月１日時点において、主にその施策を所管してい

る県のグループ（課）です。

(1) 安心して出産できる保健・医療体制及び小児医療体制の整備
○ 有識者による「周産期医療協議会」において、地域の実情に応じた検討及び協

議を行い、「周産期医療システム」の円滑な運用を図ります。（医療看護Ｇ）

○ 「周産期医療システム」の確立のため、搬送システムについての調査研究を行

います。（医療看護Ｇ）

○ 周産期医療関係者に対して、周産期医療に必要な基礎的・専門的知識、技術習

得のための研修を行います。（医療看護Ｇ）

○ 「地域周産期母子医療センター」や「周産期医療協力施設」として周産期医療

を担う医療機関に対し、運営経費の一部を助成します。（医療看護Ｇ）

○ 新生児医療施設・設備の整備に対し、その一部を助成します。（医療看護Ｇ）

○ 小児科専門医を配置して小児初期救急に対応している「休日夜間急患センター」

の運営を支援します。（医療看護Ｇ）

○ 病院群輪番方式により小児２次救急に対応している病院群の運営を支援しま
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す。（医療看護Ｇ）

● 子どもの疾病についてのパンフレットを作成し、保護者への正しい情報の提供

を図ります。（医療看護Ｇ）

● 小児科医師が不足している地域で医師の小児診療能力を高めるため研修を行

い、小児初期救急体制の充実を図ります。（医療看護Ｇ）

● 小児医療のさらなる充実のため、小児医療確保方策について有識者等による検

討を進めます。（医療看護Ｇ）

○ 母子栄養、妊産婦の健康づくりのためのグループワーク等を行い、妊産婦の正

しい食生活の普及や母乳育児等の推進を図ります。（子育て支援Ｇ）

○ 妊婦の一般的な健康診査及びＨＢｓ（Ｂ型肝炎）抗原検査、ＨＣＶ（Ｃ型肝炎）

やＨＩＶの抗体価検査、また、そこで健康管理が必要と認められた妊婦について

の保健指導の推進について、市町村と連携して取り組んでいきます。（子育て支

援Ｇ）

施策に関する指標

(1) 周産期死亡率（医療看護Ｇ）
平成１５年 ５．３ → 平成２１年 ４．６以下

（現在値） （目標値）

※ １年間における出産数千人当たりの「妊娠満２２週以後の死産数に、早

期新生児死亡数を加えた数」の割合

(2) 乳児死亡率（子育て支援Ｇ）
平成１５年 ３．５ → 平成２１年 ２．３以下

（現在値） （目標値）

※ １年間における出生数千人当たりの乳児死亡数（生後１年未満の死亡数）

の割合
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２ 不妊に悩む夫婦に対する支援

現状と課題

不妊に悩む夫婦は６組に１組といわれ、子どもを持てないかも知れないという不安

を抱えている夫婦が多く、治療について適切な情報を得たり、不安や悩みを相談でき

る場が少ないため、身近な地域に相談機関を設置し、気軽に相談できるようにしてい

く必要があります。

また、不妊治療のうち特定不妊治療（体外受精や顕微受精）については、医療保険

が適用にならず、また繰り返しの治療が必要なことから、医療費の負担が高額となる

ため、子どもを持つことを諦めざるを得ない夫婦も少なくない状況にあり、治療費に

係る負担を軽減する必要があります。

施策の方向

不妊に悩む夫婦が気軽に相談できる窓口を設置し、必要に応じ専門的な相談を受け

ることができるよう支援します。

また、不妊治療に要する費用について、負担軽減を図ります。

行動計画

(1) 不妊に悩む夫婦に対する支援
○ 不妊に悩む夫婦が適切な治療等を選択できるよう、各保健福祉事務所に総合相

談窓口を設置するとともに、相談者のうち、高度・専門的な相談を必要とする場

合、専門医師・臨床心理士による専門相談を受けることができるよう支援します。

（子育て支援Ｇ）

○ 県立医科大学産婦人科医師の助言を受けながら、電子メールによる相談への対

応を図ります。（子育て支援Ｇ）

○ 不妊相談にあたる保健師、助産師等を対象に専門研修を実施します。（子育て

支援Ｇ）

● 体外受精、顕微受精による治療を受けた夫婦に対し、治療に要した費用の一部

を助成します。（子育て支援Ｇ）

施策に関する指標

(1) 不妊治療費助成件数（子育て支援Ｇ）
平成１６年度 １９４件 → 平成２１年度 ３３８件

（現在値） （目標値）
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３ 親と子の健康づくりに対する支援

現状と課題

乳幼児の健康づくりのため、疾病や障がいを早期に発見し、早期の治療や療育等を

行っていく必要があります。

また、子どもの心身の健全な発達や児童虐待の防止のため、育児不安や悩みを持つ

親に対する相談や援助を行う必要があります。

また、子どもの不慮の事故の未然防止のため、予防の指導や啓発を行う必要があり

ます。

さらに、健やかな出産・育児や子どもの心身の健全な育成のため、妊産婦の正しい

健康づくり、乳幼児期からの正しい食事の摂り方や健康な食習慣の定着、食を通じた

豊かな人間性の形成を図る必要があります。

施策の方向

乳幼児に対するマス・スクリーニング検査等を行い、疾病や障がいの早期発見に努

め、適切なフォローの実施を図るとともに、低出生体重児や身体障がい、慢性疾患等

を有する子どもに対する相談や支援を行います。

また、育児不安を持つ母親等に対する相談、指導の充実を図るとともに、必要に応

じ家庭訪問による支援を行います。

さらに、乳幼児に対する正しい食生活の普及、健康な食習慣の定着を図り、また、

児童・生徒には、学校給食等を通して正しい食生活や健康な食習慣について学ばせる

とともに、「食」と「農」の関わりについて理解の促進を図ります。

行動計画

(1) 親と子の心と体の健康づくりに対する支援
○ 市町村が実施する１歳６か月児健診及び３歳児健診の充実と事後フォローの体

制整備を図ります。（子育て支援Ｇ）

○ 先天性代謝異常症、先天性甲状腺機能低下症及び先天性副腎過形成症の早期発

見、早期治療を図るため、検査を実施します。（子育て支援Ｇ）

○ 先天性の聴覚障がいを早期に発見し早期療育につなげるため、新生児に対する

聴覚検査を実施します。（子育て支援Ｇ）

○ 身体障がい児、未熟児、結核児童に対して必要な医療の給付を行います。（子

育て支援Ｇ）

○ 小児慢性特定疾患の治療研究により治療法の確立を推進するとともに、併せて

患者家庭の医療費の負担の軽減や日常生活用具の給付を行います。（子育て支援

Ｇ）

○ 長期間にわたる療育が必要な低出生体重児や身体障がい児、慢性疾患等を有す

る子どもやその家族に対し、助言や相談、家庭訪問を行い適切な支援を行います。

（子育て支援Ｇ）
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○ 乳幼児突然死症候群の予防策について普及啓発を行うとともに、母子保健関係

者に本症の病態や予防方法等についての研修を行います。（子育て支援Ｇ）

○ 妊産婦や乳幼児の健康づくり及び小児期からの生活習慣病予防のため、市町村

における料理実習や運動実習による正しい食生活等の普及啓発を推進します。（子

育て支援Ｇ）

○ 誤飲、転落、転倒、やけど等の子どもの事故予防のため、市町村が実施する１

歳６か月児、３歳児健診や健康相談、家庭訪問等の機会において指導を推進する

とともに、県や市町村の広報誌などを利用し、予防についての啓発を推進します。

（子育て支援Ｇ）

○ 乳幼児健診などの場において、育児不安を持つ母親の不安や悩みに対する相談

や、子どもの状況や親子関係などを把握するためのグループワーク等を行います。

（子育て支援Ｇ）

● 育児不安を抱える母親同士が集まって悩みなどを話し合うグループミーティン

グを実施します。（子育て支援Ｇ）

● 市町村が、子育てに関して不安を抱える家庭に対して、保健師、助産師、保育

士等の専門家や子育てＯＢ、ヘルパーなどを派遣し、支援する「育児支援家庭訪

問事業」の実施を推進します。（子育て支援Ｇ）

(2) 食育の推進
○ 母子栄養、妊産婦及び乳幼児の健康づくりのための実習を中心としたグループ

ワーク等を行う市町村と連携し、妊産婦及び乳幼児の正しい食習慣の普及の推進

を図ります。（子育て支援Ｇ）

○ 市町村等が、乳幼児からの健康な食習慣の定着を図るため、乳幼児を持つ母親

に対し、食事を「つくる」、「食べる」、「人と交流する」という体験的活動の機

会を提供できるよう事業の推進を図ります。（子育て支援Ｇ）

○ 高齢者による地域の伝統料理等に係る親子を対象とした料理教室や食事会を開

催し、子どもとの交流及び文化の伝承を図ります。（少子高齢社会対策Ｇ）

● 学校教育全体における食に関する指導を充実させるとともに、食に関する情報

について広報を行います。（学習生活指導Ｇ）

● 学校給食を安全で安心な美味しい「生きた教材」として活用し、子どもへの食

に関する指導を行うとともに、親子料理教室の開催等も行いながら保護者にも子

どもの食を考える機会の提供や正しい知識の伝達などを行います。（健康教育Ｇ）

○ 保育所等の児童福祉施設や幼稚園、学校等の給食を提供している施設に対する

巡回指導や講習会を通し、給食の提供にとどまらず、食育を推進していくことの

必要性について啓発を行います。（健康増進Ｇ）

○ 「食」と「農」の関わりについて理解促進を図るため、県内の農林水産物等に

関する講座や生産者等との交流会などを実施するとともに、福島県の農林水産業

に関する副読本を作成し県内小学校に配布します。（流通消費Ｇ）

施策に関する指標
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(1) １歳６か月児健診の受診率（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ９４．８０％ → 平成２１年度 １００％

（現在値） （目標値）

(2) ３歳児健診の受診率（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ９２．５６％ → 平成２１年度 １００％

（現在値） （目標値）

(3) 乳幼児突然死症候群による死亡率（子育て支援Ｇ）
平成１５年 ０．２ → 平成２１年 ０．１以下

（現在値） （目標値）

※ １年間における人口１０万人当たりの「乳幼児突然死症候群で死亡した

数」の割合

(4) 育児支援家庭訪問事業実施市町村率（子育て支援Ｇ）
平成１６年度 ０％ → 平成２１年度 １５％

（現在値） （目標値）

(5) 小中学校における「食に関する指導」実施率（健康教育Ｇ）
平成１５年度 ８２．６％ → 平成２１年度 １００％

（現在値） （目標値）
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Ⅱ 子育ての支援
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１ 子育て等に関する相談・情報提供体制の整備

現状と課題

核家族化の進行や地域社会における人間関係の希薄化に伴い、育児不安が増大する

とともに児童虐待が増加しています。学校においても、いじめや不登校などの問題が

増加しています。こうした中、身近に相談できる相手や情報交換の場は減少している

ことから、子育て家庭の不安の軽減を図り安心して子育てができるようにするため、

子育て等の不安や悩みについていつでも気軽に相談できる体制の整備及び子育てに関

する情報を提供する体制の整備を図る必要があります。

施策の方向

子育てや学校生活に関する様々な不安や悩みについていつでも気軽に相談できるよ

う、関係機関が連携を図りながら、相談体制づくりを進めます。

また、子育てに関する各種資源やサービス内容について幅広く、きめ細かな情報提

供ができる体制づくりを進めます。

行動計画

(1) 子育て等に関する相談・情報提供体制の整備
● 中央児童相談所に、誰でも気軽に相談できる専用ダイアル及びホームページを

設置し、医療・法律・福祉などの専門家チームの支援の下、祝日と年末年始を除

く毎日、電話及び電子メールによる相談を実施します。（児童家庭Ｇ）

○ 保健福祉事務所に「家庭児童相談室」を設置し、家庭における人間関係や児童

の育成などについて相談指導を行います。相談員については、研修を開催して資

質の向上を図ります。（児童家庭Ｇ）

○ （主任）児童委員が児童福祉関係機関との連携を強化し、さらに指導力・活動

力を発揮できるよう研修会を開催します。（子育て支援Ｇ）

○ 電話相談窓口カードを作成し、児童本人に対する相談窓口などの情報提供を行

います。（子育て支援Ｇ）

○ 学校教育相談員を各教育事務所に配置し、教育、学校生活、家庭生活に関連し

た不安や悩みについて、電話（フリーダイアル）による相談、学校や家庭を訪問

しての教育相談を通して助言や支援を行うとともに、地域における教育相談のた

め移動教育相談室を実施します。（学習生活指導Ｇ）

○ 養護教育センターと総合療育センターの連携を軸に関係機関が相互に連携し、

障がいのある乳幼児の早期からの教育相談を実施します。（特別支援教育Ｇ）

○ 子どもに関する保健、医療、相談機関、保育サービス、各種団体等の情報提供

を広報誌やホームページ等を通じて積極的に行うとともに、利用しやすい情報の

掲載や幅広く、最新の情報の提供に努めます。（少子高齢社会対策Ｇ、児童家庭

Ｇ、子育て支援Ｇ）

● ホームページ上で、心に悩みやストレスを持った母親を始めあらゆる人が、子
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育てに関する悩みや疑問を利用者相互に気軽に相談したり、情報提供できる会議

室を設置・運営します。（少子高齢社会対策Ｇ）

施策に関する指標

(1) 子育て支援等に関するホームページへのアクセス件数（少子高齢社会対策Ｇ）
平成１５年度 １１６，１２６件 → 平成２１年度 １４０，０００件

（現在値） （目標値）
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２ 子育て家庭の経済的負担の軽減

現状と課題

出産から子育て、さらには教育に要する費用については、負担感が増大しており、

県民意識調査の中でも、妊娠や出産に対する経済的支援、子育て世帯への経済的支援、

教育費用の軽減や奨学金制度の充実などの行政への期待は非常に高くなっています。

このため、子育て家庭の経済的負担の軽減について、支援策を充実していく必要が

あります。

施策の方向

乳幼児の医療費の負担軽減、教育費用の負担軽減などを図ります。

行動計画

(1) 子育て家庭の経済的負担の軽減
● 乳幼児期の子どもを持つ家庭の負担を軽減するため、乳幼児の入院及び通院に

かかる医療費に対し助成します。（子育て支援Ｇ）

○ 心身ともに健全な子どもの出生と育成を図るため、身体に障がいのある児童、

結核児童、妊娠中毒症等の妊婦及び未熟児に対し必要な医療給付等を行います。

（子育て支援Ｇ）

○ 小学３年生までの子どもを養育している人に対し、児童手当を支給します。（子

育て支援Ｇ）

○ 同一世帯から同時に二人以上の園児が私立幼稚園に在園している場合の負担を

軽減するため、２人目以降の保育料の軽減を実施する学校法人等に対する助成を

行います。（私立学校Ｇ）

○ 高等学校や大学へ進学する生徒に対する奨学資金や、働きながら定時制・通信

制高等学校に通学する生徒に対する修学資金の貸付けを行います。（奨学助成Ｇ、

私立学校Ｇ）

○ 高等学校に通学する生徒の保護者の負担を軽減するため、低所得世帯の授業料

の減免を行うとともに、同様の取組みを行う私立学校に対し助成を行います。（免

許財務Ｇ、私立学校Ｇ）

○ 関東方面の大学に進学する生徒に対して低額で住居を提供する（財）福島県学

生寮の運営に対する助成を行います。（奨学助成Ｇ）
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３ 地域における支援

現状と課題

かつては、子育ては祖父母世代以上を含む大家族で、さらには家族を越えて地域全

体で行われてきました。しかし、核家族化の進行、地域社会の連帯感の希薄化などに

より、子育ては孤立化し、育児に対する不安や負担感などが増大しています。

福島県は、全国の中では３世代同居率や近住率も比較的高い状況にありますが、核

家族化は確実に進行しています。

こうした中で、安心して子育てをしていくためには、若者から高齢者、ボランティ

ア団体やＮＰＯなど多くの人たちや地域活動団体が連携・協力しながら、地域社会全

体で子育てを支援していく必要があります。

施策の方向

地域社会全体で子育てを支援していく環境づくりを進めるため、啓発を行うととも

に、子育て支援に関するニーズや子育て支援のあり方について、関係機関と連携を図

りながら調査等を進め、新たな施策への反映について検討を進めます。

また、地域社会全体で子育てを支えていくためには、ＮＰＯやボランティアなど様

々な地域活動団体等の地域資源の力を活用していく必要があり、これらの団体が行う

社会におけるあらゆる子育て支援活動の推進を図るとともに、これらの活動を支援し

ます。

また、幼稚園や保育所を地域の拠点とした子育て支援を積極的に進めます。

さらに、高齢者の知恵や経験を生かした子育て支援を積極的に進めます。

行動計画

(1) 子育て支援環境づくりに関する啓発・調査等
● 「子育ての日」及び「子育て週間」を設定し、優れた子育て支援活動に対し表

彰を行うなど、地域における子育て支援について集中的に啓発を行います。（少

子高齢社会対策Ｇ）

○ 「福島県子育ち・子育て環境づくり推進会議」を運営し、広く県民の意見を聴

き、施策に反映させていきます。（少子高齢社会対策Ｇ）

○ 子育てに関する県民ニーズの把握に努めるとともに、県内外で実践されている

子育て支援の情報を収集し、施策に反映させていきます。（少子高齢社会対策Ｇ）

● ＮＰＯやボランティアからの施策提案などについて検討し、積極的に施策に反

映させていきます。（少子高齢社会対策Ｇ）

(2) ファミリー・サポート・センターや子育てサークル等による子育て支援の推進
● 市町村におけるファミリー・サポート・センターの設置を促進します。（子育

て支援Ｇ）

● 子育てＮＰＯ等によるファミリー・サポート・センターの立ち上げや運営を支
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援することにより、設置を促進します。（子育て支援Ｇ）

● ファミリー・サポート・センターにおけるコーディネーターの交流や研修等を

行い、ファミリー・サポート事業の充実を図ります。（少子高齢社対策Ｇ）

● 市町村と協力・連携して子育て支援を行うボランティアやファミリー・サポー

ト・センターの提供会員の育成を図るため、「地域子育て支援ボランティア育成

講座」を行います。（子育て支援Ｇ）

● 市町村が、出産後間もない母親に対し、子育てＯＢ等を派遣して相談や支援を

行う「育児支援家庭訪問事業」の実施を推進します。（子育て支援Ｇ）

● 「子育てサポーター」を養成し、子育て不安や育児に悩む母親へのサポート体

制を作ります。また、「子育てサポーター」の養成に当たって、次代の親となる

べき中・高校生も対象とします。（社会教育Ｇ）

● 子育てサークルについての情報収集・提供を行うとともに、交流会などを実施

し、活動の充実を図るとともに、ネットワーク化の促進等による機能強化を図っ

ていきます。（少子高齢社会対策Ｇ）

○ つどいの広場の設置を促進し、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図る

とともに、子育てへの楽しさ、喜びを感じるような子育て環境を整備します。（子

育て支援Ｇ）

○ ボランティア活動に参加しやすい環境づくりを進めるため、広報・啓発を行い

ます。また、市町村ボランティアセンターの整備を促進し機能の充実を支援する

とともに、県ボランティアセンターを核とするボランティアネットワークの整備

の促進を図ります。（地域福祉Ｇ）

(3) 幼稚園、保育所等を拠点とした子育て支援の推進
○ 幼稚園の施設や機能を地域に積極的に開放し、地域の幼児教育センターとして

子育て支援活動を推進するとともに、同様の取組みを行う私立幼稚園に対し助成

を行います。（学習生活指導Ｇ、私立学校Ｇ）

○ 保育所における世代間交流や異年齢児の交流、育児講座などを促進します。（子

育て支援Ｇ）

○ 保育所等への地域子育て支援センターの設置を進め、その専門機能を生かした

育児相談や子育てサークルへの支援を行います。（子育て支援Ｇ）

● 国の補助の対象とならない地域子育て支援センターを県単独で支援することに

より設置を促進します。（子育て支援Ｇ）

(4) 高齢者による支援
● 高齢者による子どもの一時預かり事業の実施を進めます。（少子高齢社会対策

Ｇ）

○ 高齢者による知恵や経験を生かした子育てサークル等の活動への支援を進めま

す。（少子高齢社会対策Ｇ）

○ 高齢者によるイベント時の託児サービスを進めます。（少子高齢社会対策Ｇ）

○ 高齢者による放課後児童クラブ等での昔遊びや昔話等を通した子どもとの交流
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及び文化の伝承を図ります。（少子高齢社会対策Ｇ）

施策に関する指標

(1) 市町村におけるファミリー・サポート・センターの設置数（累計）
（子育て支援Ｇ）

平成１５年度 ２か所 → 平成２１年度 １１か所

（現在値） （目標値）

(2) 民立民営によるファミリー・サポート・センターに対する助成団体数（累計）
（子育て支援Ｇ）

平成１５年度 ０か所 → 平成２１年度 ６か所

（現在値） （目標値）

(3) 子育てサポーター養成研修会受講者総数（社会教育Ｇ）
平成１５年度 ３７９名（うち中高生 １４９名）

（現在値）

→ 平成２１年度 ９００名（うち中高生 ４５０名）

（目標値）

(4) つどいの広場の設置箇所数（累計）（子育て支援Ｇ）
平成１６年度 ０か所 → 平成２１年度 ２３か所

（現在値） （目標値）

(5) 保育所地域活動事業実施保育所率（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ５３．４％ → 平成２１年度 ６３．７％

（現在値） （目標値）

(6) 地域子育て支援センター設置数（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ４５か所 → 平成２１年度 １００か所

（現在値） （目標値）

(7) 高齢者の地域子ども預かり事業実施箇所数（少子高齢社会対策Ｇ）
平成１６年度 ０か所 → 平成２１年度 １５か所

（現在値） （目標値）
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４ 保育サービスの充実

現状と課題

人口が減少し、さらに年少人口割合が減少している中にあって、核家族化の進行や

共働き家庭の増加により、保育所の入所児童数は増加傾向にあり、特にここ数年は急

増しています。入所定員も拡大していますが、市部を中心に待機児童が発生している

状況にあり、保育を必要とする児童が全て保育所に入所できる体制の整備を図る必要

があります。特に、待機児童のうち、低年齢児（０、１、２歳児）の占める割合が大

きく、今後もニーズが高まることが予想されます。

また、保育ニーズも多様化しており、様々な地域ニーズに応じて各種保育施策を推

進していく必要があります。

また、認可外保育施設も、認可保育所入所児童数と合わせた児童数全体の２割程度

が入所しており、重要な役割を果たしていることから、充実を図っていく必要があり

ます。

さらに、子どもの処遇の向上のため、より質の高い保育サービスを提供していく必

要があります。

施策の方向

保育所の整備を促進するなどして保育所入所定員数を拡充し、待機児童の解消を図

ります。

また、多様な保育ニーズに応えるため、低年齢児保育の拡大を図るとともに、延長

保育、休日保育、一時保育等様々な保育施策について、地域の状況に合わせて一層の

充実を図ります。

また、認可外保育施設への支援を推進します。

さらに、質の高い保育サービスの提供のため、人材の確保や養成を図るとともに、

保育サービスの評価についても検討していきます。

行動計画

(1) 保育施設の整備の促進
● 待機児童の解消のため、保育所の整備を促進するなどして保育所入所定員を増

加させるとともに、児童の処遇向上のための老朽化している保育施設の改築等や、

多様な保育ニーズに対応するための整備を支援します。（子育て支援Ｇ）

(2) 低年齢児保育の拡大
● 産休明けの乳児を年度途中から受け入れることのできる体制の確保を推進し、

保育所における低年齢児の受入れの拡大を積極的に進めます。（子育て支援Ｇ）

(3) 延長保育等の多様な保育サービスの推進
● 保護者の多様化する就労形態等に対応するため、延長保育を促進します。（子
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育て支援Ｇ）

○ 日曜や祝日等の休日保育について、ニーズに応じて促進します。（子育て支援

Ｇ）

○ 山間地等に所在するへき地保育所や、農繁期等に開所する季節保育所に対して

支援を行います。（子育て支援Ｇ）

● 保護者の急な疾病やパート就労などに対応し、一時的に子どもを預かる一時保

育を促進します。（子育て支援Ｇ）

○ 毎日の保育所利用までは至らないが一定程度の保育サービスが必要となる子ど

もについて、保護者が柔軟に利用できる特定保育を促進します。（子育て支援Ｇ）

○ 病気の回復期にあり通常の保育所での保育が困難な子どもの保育を行う乳幼児

健康支援一時預かり事業の実施を促進します。（子育て支援Ｇ）

● 幼稚園において、地域の実情や保護者の要請を考慮し、幼児の心身の負担に配

慮した預かり保育を実施するとともに、同様の取組みを行う私立幼稚園に対し助

成を行います。（学習生活指導Ｇ、私立学校Ｇ）

(4) 認可外保育施設への支援
● 認可外保育施設の入所児童の処遇の向上及び低年齢児保育等の促進を図るた

め、市町村と併せて認可外保育施設の運営に対する助成を行います。（子育て支

援Ｇ）

○ 認可外保育施設に入所している子どもの安全確保や処遇向上を図るため、必要

な指導や保育従事者への研修会を実施するとともに、健康診断の実施や保育用品

等の購入に対する助成を拡充します。（子育て支援Ｇ）

(5) 保育の質の向上
● 保育内容や質の向上を図るため、保育士に対する研修等を実施します。（指導

監査Ｇ、子育て支援Ｇ）

○ 保育の質を担保するため、第三者の評価を始めとする保育サービスの評価の導

入について検討します。（子育て支援Ｇ）

(6) イベント等における託児サービスの促進
● 乳幼児連れでも社会参加がしやすい環境を整えるため、市町村や各種団体、企

業等に対して、イベント等の開催に当たっては託児サービスを実施するよう啓発

を行います。（少子高齢社会対策Ｇ）

施策に関する指標

(1) 保育所入所定員数（子育て支援Ｇ）
平成１６年度 ２４，６２７人 → 平成２１年度 ２７，７００人

（現在値） （目標値）

(2) 乳児保育実施施設率（子育て支援Ｇ）
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平成１５年度 ６４．４％ → 平成２１年度 ９３．８％

（現在値） （目標値）

(3) 延長保育実施施設率（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ４６．９％ → 平成２１年度 ７０％

（現在値） （目標値）

(4) 休日保育実施施設数（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ４か所 → 平成２１年度 ２６か所

（現在値） （目標値）

(5) 一時保育実施施設率（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 １８．２％ → 平成２１年度 ５０％

（現在値） （目標値）

(6) 特定保育実施施設数（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ０か所 → 平成２１年度 １０か所

（現在値） （目標値）

(7) 乳幼児健康支援一時預かり実施市町村の割合（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ５．６％ → 平成２１年度 １１．１％

（現在値） （目標値）

(8) 地域保育施設（認可外保育施設）助成事業実施率（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ４１．６％ → 平成２１年度 ７０％

（現在値） （目標値）

(9) 私立幼稚園における預かり保育実施率（私立学校Ｇ）
平成１６年度 学校法人立 ８４％ → 平成２１年度 ９５％

（現在値） 学校法人立以外 ５５％ （目標値）
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５ 子育てしやすい生活環境の整備

現状と課題

安心して子どもを生み育てるためには、子育てしやすい居住環境が必要です。県民

意識調査によると、子育て家庭に聞いた重要な住宅の要素は、十分な居住スペースや

安価な住宅コスト、遮音性、十分な敷地などとされていますが、住宅の広さや部屋数、

住宅コストなどについてあまり満足していない状況がうかがえます。こうしたことか

ら良質な住宅の適正な価格での供給を図る必要があります。

また、安心して子育てができるまちづくりも重要です。県民意識調査によると、子

育て家庭から、歩道が狭かったりなかったりして交通事故が心配、おむつ替えや授乳

コーナーの設備が少ない、乳児といっしょに入れるトイレが少ない、階段などでベビ

ーカーが使えないところが多いなどの声があり、安心して子どもを連れて出かけるこ

とのできるまちづくりを進める必要があります。

施策の方向

県営住宅の建替や改修等によりファミリー世帯向けの良質な住宅の提供を進めると

ともに、現入居制度に加え、子育て世帯については入居要件を一部緩和するなど、子

育てに配慮した制度の整備をさらに検討します。

また、県営住宅の集会施設等を活用した「住宅団地一体型子育て支援施設」の整備

について、地域の需要を見ながら進めます。

さらに、「人にやさしいまちづくり条例」を見直し、ユニバーサルデザインの考え

方に基づくまちづくりを進めるとともに、歩道の段差の解消、公共交通機関における

ユニバーサルデザインの推進、公共施設における段差の解消や多機能トイレ、授乳ス

ペース等の整備を図ります。

行動計画

(1) 子育てしやすい居住環境の整備
● 県営住宅の建替や改修等により、ファミリー世帯向けの良質な住宅の整備を図

ります。（建築指導Ｇ）

○ 県営住宅における多子世帯や母子世帯の優先入居に加え、三世代同居世帯の優

先入居や二世帯分スペース使用などの検討を進め、子育て家庭の住環境の充実を

図ります。（建築住宅企画Ｇ）

○ 地域の需要に基づき、「住宅団地一体型子育て支援施設」の整備を進めます。

（建築住宅企画Ｇ）

(2) 安心して子育てができるまちづくりの推進
● 「人にやさしいまちづくり条例」を見直し、ユニバーサルデザインの考え方に

基づくまちづくりのさらなる推進を図ります。また、条例の推進のため、公益的

施設の施設整備等に対し、補助や低利融資事業を実施します。（少子高齢社会対
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策Ｇ）

○ 妊婦、子ども及び子ども連れの人が安心して利用できる施設等について、マッ

プなどにより情報提供を行います。（少子高齢社会対策Ｇ）

○ 全ての人々が使用可能なエレベーターやエスカレーター等鉄道駅構内での移動

の円滑化を促進する設備の設置に対して助成を行います。（生活交通Ｇ）

○ 子ども連れの人や妊婦等の移動の利便性及び安全性の向上を図るため、低床バ

ス（ワンステップバス、ノンステップバス）の導入に対して助成を行います。（生

活交通Ｇ）

○ 公共施設、福祉施設、駅など人の多く集まる場所の周辺や小学校等の通学路を

中心に、歩道の整備や拡幅、段差の改善等の整備を進めます。（道路環境Ｇ）

○ 既存の県有施設について、人にやさしいまちづくり条例の基準に適合するよう、

自動ドア、多機能トイレ、昇降機、ベビーチェア、授乳スペース等の整備や段差

の解消のためのスロープの設置などを進めます。（営繕Ｇ）

施策に関する指標

(1) バリアフリー化施設整備が完了した鉄道駅の数（累計）（生活交通Ｇ）
平成１６年度 ０駅 → 平成２１年度 ５駅

（現在値） （目標値）

(2) 乗合バス会社における低床バスの導入率（生活交通Ｇ）
平成１６年度 ５．９％ → 平成２１年度 １７．６％

（現在値） （目標値）

(3) やさしい道づくり推進事業により整備を図った歩道延長（道路環境Ｇ）
平成１６年度 ２１０．３ｋｍ → 平成２１年度 ４１６．０ｋｍ

（現在値） （目標値）

(4) 「やさしさマーク」を取得した既存県有建築物数（累計）（営繕Ｇ）
平成１５年度 ３５棟 → 平成２１年度 ６４棟

（現在値） （目標値）

(5) 「人にやさしいまちづくり条例」に基づき整備された公益的施設の整備数（累計）
（少子高齢社会対策Ｇ）

平成１５年度 ３，３０５件 → 平成２１年度 ５，６００件

（現在値） （目標値）
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Ⅲ 子育てと社会参加の

両立のための環境づくり
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１ 男女共同参画による子育ての推進

現状と課題

女性の社会進出が進み、共働き家庭は増加していますが、結婚、子育て期において

は、女性の労働力率は低下する傾向にあります。また、固定的な性別役割分担意識は、

社会に未だ根強く残っており、家事や育児などの多くを女性が担っている状況にあり

ます。特に共働き家庭においては、女性が仕事とともに家事や育児も担う状況であり、

負担が重いものとなっています。

こうしたことから、個人の価値観を尊重するのはもちろんですが、男女がともに仕

事と育児を両立できる男女共同参画型の社会システムの構築を図る必要があります。

施策の方向

家庭や地域社会における男女共同参画及び男性の子育て参画を進めるための意識啓

発を図るとともに、男性、女性それぞれが生活面でも経済面でも自立し、社会活動等

に参加できるよう支援を行います。

行動計画

(1) 男女共同参画の推進
○ 県男女共生センターにおいて各種講座を実施し、男女があらゆる分野に参画し、

ともに責任を担うために必要な資質・能力の向上を図ります。（人権男女共生Ｇ）

● 地域において男女共同参画を進めるためのワークショップを開催します。（人

権男女共生Ｇ）

○ 男女共同参画に関する副読本の活用など、人権尊重に基づいた男女平等教育を

推進します。（人権男女共生Ｇ、学習生活指導Ｇ）

(2) 男性の子育て参画の推進
● 「子育ての日」及び「子育て週間」を設定し、男性の子育て参画について集中

的に啓発を図ります。（少子高齢社会対策Ｇ）

● 育児・家事への男性参加に関する事例を募集するなどして、啓発を図ります。

（人権男女共生Ｇ、少子高齢社会対策Ｇ）

● ポジティブ・アクションの取組みも含め、男女がともに仕事と育児を両立でき

る職場環境整備について先進的な取組みを行っている企業を認証するとともに、

特に優れた取組みを行っている企業を表彰します。（労政Ｇ）

※ ポジティブ・アクション： 採用や管理職登用などで男女間に事実上の格

差がある場合に、これを解消するために設けら

れる一定枠の暫定的な特別措置

○ 県男女共生センターにおいて、講演会や各種イベント、各種掲示などにより、

男性の子育て参画推進のための啓発や関係団体同士のネットワーク化の推進を図

ります。（人権男女共生Ｇ）
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○ 「地域や職場における子育て支援講座」を開催し、男性の子育て参画の推進の

ため、子育てや子どもの育成について男女がともに一層理解を深めるよう啓発を

図ります。（青少年Ｇ）

施策に関する指標

(1) 男女共生センターにおける男女共同参画に関する講座の受講者数（累計）
（人権男女共生Ｇ）

平成１６年度 １，２６０人 → 平成２１年度 ３，２４０人

（現在値） （目標値）

※現行のふくしま男女共同参画プランをベースにした数値で、平成１７年度に

同プランの見直しを予定している。

(2) 市町村における男女共同参画計画の策定率（人権男女共生Ｇ）
平成１６年度 ２２．２％ → 平成２１年度 ６２％

（現在値） （目標値）

※現行のふくしま男女共同参画プランをベースにした数値で、平成１７年度に

同プランの見直しを予定している。

(3) ポジティブ・アクションの措置がある企業の割合（労政Ｇ）
平成１５年度 ２．７％ → 平成２１年度 ２０％

（現在値） （目標値）

(4) 「地域や職場で行う子育て支援講座」参加者数（累計）（青少年Ｇ）
平成１５年度 ２４，２０７人 → 平成２１年度 ６８，０００人

（現在値） （目標値）
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２ 子育てをしながら働き続けることのできる環境の整備

現状と課題

県民意識調査によると、結婚しても仕事を継続したいという女性が多いことがわか

ります。しかし、女性の就業状況を年齢別にみると、２０代前半を山に下がり始め、

３０代前半を谷にしてまた４０代にかけて上がっていくＭ字型曲線を描いており、子

育て期には就労を継続することが難しいことがうかがえます。

また、子育て期と重なる３０代の男性労働者の労働時間の状況をみると、５人に１

人が週に６０時間以上の長時間労働をしており、男性が子育てと仕事のバランスを取

りにくい状況が分かります。

さらに、育児休業制度は平成７年４月から義務化され、全事業所に適用されていま

すが、福島県労働条件等実態調査によると、平成１５年７月末現在で育児休業制度を

就業規則等に定めている企業は８６．８％であり、特に従業員１００人未満の企業で

は７７．５％にとどまっています。また、出産した人又はその配偶者の育児休業取得

率を同調査でみると、女性は５８．４％と平成１１年７月の５５．１％から大きな変

化はなく、男性については、０．２％にとどまっています。

こうしたことから、女性が希望どおりに結婚・子育てをしながら働き続けることの

できる環境を整備するため、保育や地域における子育て支援の充実はもちろんですが、

男性も含めた働き方の見直しや職場における子育て支援の充実を図るとともに、育児

休業について、労使双方への制度の周知及び企業の積極的な取組みや育児休業を取り

やすい雰囲気づくり等について普及啓発を図る必要があります。

施策の方向

子育てに配慮した働き方の普及のため、企業における柔軟な勤務形態や働き方の見

直し、家庭と仕事を両立しやすい就労形態について啓発を行います。

また、職場における子育て支援を推進するため、啓発を行うとともに子育て支援に

積極的な企業を支援します。

さらに、育児休業制度について、パンフレットやホームページ等を活用して一層定

着するよう周知を図るとともに、育児休業取得者に対する経済的支援を図ります。

行動計画

(1) 子育てに配慮した働き方の普及促進
○ 育児・介護休業法で定める子育て期間中の勤務時間短縮等の措置（短時間勤務、

フレックスタイム、時差出勤など）についてパンフレットを作成するなど、普及

啓発を図ります。（労政Ｇ）

● 子育て期間中の短時間勤務に加え、時間外労働の縮減や正社員とパート社員の

均衡処遇など、仕事と家庭生活の両立が図れる多様な働き方について先進的な取

組みを行っている企業を認証するとともに、特に優れた取組みを行っている企業

を表彰します。（労政Ｇ）
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○ 子育てと仕事の両立が図りやすい短時間勤務や在宅勤務など、多様な働き方に

ついてシンポジウムを開催し、普及啓発を図ります。（労政Ｇ）

○ 業種や規模別に多様な働き方の実践事例を収集し、県内企業にとって身近な事

例集を作成し、企業に対する啓発を行います。（労政Ｇ）

● 働き方の見直しの重要性について会議やセミナーなどを通じた広報啓発に努め

るとともに、長時間労働の解消や年次有給休暇の取得促進、仕事と家庭生活のバ

ランスを重視する雰囲気づくりなど職場における取組みの促進を図ります。（労

政Ｇ）

○ 仕事と家庭の両立が図りやすい就労形態であるＳＯＨＯについて、ネットワー

ク化やスキルアップのためのセミナーを開催するとともに、起業のための支援を

図ります。また、ＳＯＨＯ事業者が県内外において仕事を確保するための支援に

ついて検討していきます。（産業創出Ｇ）

※ ＳＯＨＯ： Ｓｍａｌｌ Ｏｆｆｉｃｅ Ｈｏｍｅ Ｏｆｆｉｃｅの略。

インターネットなどの情報通信ネットワークを使って自宅など

で仕事を行う就労形態。

(2) 職場における子育て支援の促進
○ 企業の経営者や人事労務管理者等を対象とした仕事と家庭の両立支援について

の研修会を開催します。（労政Ｇ）

● 平成１７年４月から適用される子の看護休暇制度が円滑に普及・定着するよう

に広報啓発に努めます。（労政Ｇ）

○ 社会保険労務士をアドバイザーとして中小企業等に無料で派遣し、仕事と家庭

の両立に向けた人事労務管理の改善などについて助言や情報提供を行います。（労

政Ｇ）

○ 「地域や職場における子育て支援講座」において、職場における子育て支援の

推進について啓発を図ります。（青少年Ｇ）

○ 「２１世紀職業財団」による事業所内託児施設設置費用助成などの活用につい

て広報啓発に努めます。（労政Ｇ）

○ 子どもを持つ病院職員が子育てをしながら働き続けられるよう、病院内保育施

設の運営に対する助成を行います。（医療看護Ｇ）

(3) 育児休業制度等の定着と充実
● 一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立支援に取り組んだ結果、初め

て育児休業取得者が生じた中小企業を認証するとともに、両立支援の内容が特に

優れた中小企業を表彰します。（労政Ｇ）

○ 育児休業や労働基準法で定める産前・産後休業その他の母性保護措置、男女雇

用機会均等法で定める妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置など法令制度と

ともに、「２１世紀職業財団」による育児休業に伴う代替要員確保の費用助成な

どの助成金制度についてパンフレットを作成するなど、普及啓発に努めます。（労

政Ｇ）
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○ 労働者側の視点に立って、育児休業制度等の仕組みや利用可能な給付金制度な

どホームページを活用した周知を図ります。（労政Ｇ）

○ 育児休業取得者に対し、生活安定に必要な資金を低利で融資します。（労政Ｇ）

● 育児休業期間の法定以上の延長や育児休業期間中を有給とする措置、配偶者出

産休暇の導入など育児休業を充実させる企業の取組みの促進を図ります。（労政

Ｇ）

施策に関する指標

(1) 育児短時間勤務制度等を規定している企業の割合（労政Ｇ）
平成１５年度 ６９．３％ → 平成２１年度 １００％

（現在値） （目標値）

※ 育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度等を就業規則等で定めている

企業の割合

(2) 「仕事と生活の調和」推進企業の認証数（労政Ｇ）
平成１６年度 ０社 → 平成２１年度 ２００社

（現在値） （目標値）

※ 仕事と家庭生活の両立が図れる多様な働き方について先進的な取組みを

行っている企業の認証数

(3) 企業全体に係る労働者一人平均年次有給休暇の取得率（労政Ｇ）
平成１５年度 ５２．２％ → 平成２１年度 ６０％

（現在値） （目標値）

(4) 育児休業制度を就業規則に規定している企業の割合（労政Ｇ）
平成１５年度 ８６．８％ → 平成２１年度 １００％

（現在値） （目標値）

(5) 育児休業取得率（女性）（労政Ｇ）
平成１５年度 ５８．４％ → 平成２１年度 ８０％

（現在値） （目標値）

(6) 育児休業取得率（男性）（労政Ｇ）
平成１５年度 ０．２％ → 平成２１年度 １０％

（現在値） （目標値）
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３ 出産・子育てのために退職した人に対する就業支援の推進

現状と課題

女性の労働力率は、子育て期に低下するＭ字型曲線を描いており、子育て後に再就

職する女性が多いことがわかります。県民意識調査におけるライフコースでも、結婚

・子育てと仕事の両立に次いで、子育て後の再就職を希望する女性が多くなっていま

す。

こうしたことから、子育てが一段落した女性が、希望どおりに再就職等の社会復帰

を果たせるよう支援を図る必要があります。

施策の方向

就業を希望する女性に対して、就業に関する情報提供や相談による支援を図ります。

また、就業のために必要な基礎的な知識や技術等について研修や講習を行います。

行動計画

(1) 出産・子育てのために退職した人に対する就業支援の推進
● 出産・育児等を理由として自社を退職した人に対し、募集・採用時に特別な配

慮をする再雇用特別措置の導入について広報啓発に努めます。（労政Ｇ）

○ 「２１世紀職業財団」が実施する「再就職希望登録者支援事業」について周知

を行い、利用の促進を図ります。（労政Ｇ）

○ 県男女共生センターにおいて、女性の就業に関する相談や情報提供を行います。

（人権男女共生Ｇ）

○ 再就職を希望する女性に対し、就業に役立つ技術や技能の講習を行います。（人

権男女共生Ｇ）

○ ＳＯＨＯによる起業を推進するため、インターネットによる情報提供を行いま

す。（産業創出Ｇ）

施策に関する指標

(1) 出産、育児等を理由とした退職者の再雇用特別措置を設けている企業の割合
（労政Ｇ）

平成１５年度 ８．０％ → 平成２１年度 １５％

（現在値） （目標値）



- 63 -

Ⅳ 子どもの健やかな

成長のための環境づくり
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１ 学校教育の充実

現状と課題

子どもが健やかに、また、個性豊かに成長していくためには学校の教育環境の整備

を図っていくことが必要です。

まずは、子どもが安心して教育を受けることができるよう、安全でかつ信頼される

学校環境を提供することが必要であるとともに、個性を生かし、新たな時代に対応で

きる確かな学力を身に付けさせる必要があります。

また、子どもの豊かな心を育むため、道徳教育等の充実を図るとともに、健やかな

体の育成のため、スポーツに親しむ習慣、意欲及び能力を育てる必要があります。

さらに、人間形成の基礎を培う大切な時期である幼児期における教育についても、

保育所や小学校との連携も含め、さらに充実を図る必要があります。

施策の方向

適切な学校運営、開かれた学校づくりを進めるとともに、家庭や地域の関係機関等

とも連携した学校における安全教育や安全管理に関する取組みを進めます。

また、特色のある学校・学科づくりや少人数教育等を進めるとともに、外部講師等

の活用、教員の専門的な知識・技術の習得などを図ります。

また、心の教育の充実のため、道徳教育の充実、ボランティア等の体験活動の実施

などを進めます。

また、健やかな体の育成のため、体育や運動部指導者の実技指導力の向上を図ると

ともに、地域のスポーツ指導者の活用による運動部活動の充実を図ります。

さらに、幼児教育の充実を図るため、幼児教育振興プログラムの策定を進めるとと

もに、教員等の指導力の向上、保育所との連携や一体化、小学校との連携を図ります。

行動計画

(1) 信頼される学校づくりの推進
● 学校評議員制度を実施し、学校評議員からの意見により、適切な学校運営を行

うとともに、家庭、地域との連携を深め、開かれた学校づくりを進めます。（県

立学校Ｇ）

○ 児童生徒の発達段階や地域の実情に応じた学校における安全教育や安全管理の

ための指導計画を作成、実践するとともに、家庭や地域の関係機関等と連携した

安全教育や安全管理の取組みを進めます。（学習生活指導Ｇ、健康教育Ｇ）

(2) 個性を生かし、新たな時代に対応した教育の充実
● 特色ある学校・学科づくりや中高一貫教育の推進など、県立高等学校の改革を

進めます。（県立学校Ｇ）

● 小・中学校において、少人数教育を推進するとともに、同様の取組みを行う私

立学校に対し助成を行います。（市町村立学校Ｇ、私立学校Ｇ）
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○ 英語教育を担当する教員を英語圏において研修させることにより、将来指導的

立場に立つ英語教員の養成を図ります。（企画学力向上Ｇ）

○ 県立高等学校における英語教育の充実を図るため、外国人のＡＬＴ（外国語指

導助手）を常駐または訪問させ生きた英語教育を進めます。（企画学力向上Ｇ）

○ 子どもに外国人と英語でコミュニケーションができる能力を身に付けさせるた

め、教員の海外派遣研修、生徒の海外ホームステイ等の研修、外国人を招いての

国際交流会やセミナーの開催などを行います。（企画学力向上Ｇ）

○ 高等学校において、各界・各分野の専門家を講師として招聘し、講義や実習の

指導を行い、学力向上とともに、人間性・社会性の育成を図ります。（学習生活

指導Ｇ）

○ 外国人教員や実務経験・専門的知識を有する社会人講師を採用している私立学

校に対して助成を行います。（私立学校Ｇ）

○ 県立高等学校教員を大学や企業等に派遣し、先端技術を始めとする新分野の知

識・技術を習得させ、資質の向上と実践的指導力の向上を図ります。（学習生活

指導Ｇ）

(3) 心の教育の充実
● 子どもたちの、子どもたちによる、子どもたちのための宣言「ふくしま子ども

憲章」の普及啓発を推進し、子どもたちの規範意識の向上を図ります。（教育庁

総務企画Ｇ）

● 子どもたちをめぐる諸問題に対応するため「『豊かな心』育成推進会議」を設

置し、緊急かつ組織的な取組みとして「“あったかハート”アクションプラン」

を策定し、豊かな人間性・社会性を育むための各種事業を推進します。（教育庁

総務企画Ｇ）

● 「“あったかハート”アクションプラン」を踏まえて、豊かな心を育成するた

めの体験学習プログラムを開発し、実施します。（学習生活指導Ｇ）

○ 児童・生徒の心に響く道徳教育を推進するための実践研究を行うとともに、道

徳性の育成を担う教員の実践的指導力の向上を図ります。（学習生活指導Ｇ）

○ 児童・生徒の福祉活動についての理解と関心を高めるため、「福祉教育協力校

制度」を活用した身近なボランティア活動への取組みを進めます。（地域福祉Ｇ）

○ 幼稚園や保育所等における保育体験学習を積極的に推進している私立高等学校

や保育体験学習を行う高校生を積極的に受け入れている私立幼稚園に対して助成

を行います。（私立学校Ｇ）

(4) 健やかな体の育成
○ 教員の体育実技等に関する研究や指導法の普及のための講習会・研究会を行い

体育、運動部指導者の資質向上を図ります。（学習生活指導Ｇ）

● 専門的な技術を必要とする運動部を有する中・高等学校に対し、地域のスポー

ツ指導者を派遣することにより、運動部活動の一層の充実を図ります。（学習生

活指導Ｇ）
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(5) 幼児教育の充実
● 社会の変化に対応した幼児教育の充実を図るため、市町村における幼児教育振

興プログラムの策定や新しい教育課程編成を支援します。（学習生活指導Ｇ）

○ 幼児教育に携わる教員等の資質の向上を図るため、各種研修や講習会等を実施

し、社会の変化に対応した教育内容の充実に努めます。（学習生活指導Ｇ）

○ 幼稚園と保育所の施設共用や合同研修等による連携を推進するとともに、幼保

一体化を促進し、これを含めた幼児教育のあり方について検討を進めます。（子

育て支援Ｇ、学習生活指導Ｇ、私立学校Ｇ）

○ 幼稚園と小学校の連携のあり方について検討を進めます。（学習生活指導Ｇ）

施策に関する指標

(1) 県立高等学校におけるＡＬＴ（外国語指導助手）の招致率（企画学力向上Ｇ）
平成１６年度 ６９％ → 平成２１年度 ９０％

（現在値） （目標値）

(2) 「高等学校教員先端技術等研修事業」派遣人数（累計）（学習生活指導Ｇ）
平成１６年度 １７０人 → 平成２１年度 ２０５人

（現在値） （目標値）

(3) 県内小中高等学校における福祉協力校指定率（地域福祉Ｇ）
平成１６年度 ５４．７％ → 平成２１年度 ９４．９％

（現在値） （目標値）

(4) 体育実技等に関する研究・指導法普及のための講習会、研究会への参加教員数
（学習生活指導Ｇ）

平成１６年度 １，１２０人 → 平成２１年度 １，３００人

（現在値） （目標値）

(5) 市町村版幼児教育振興プログラム策定率（学習生活指導Ｇ）
平成１６年度 １２．２％ → 平成２１年度 ３３．３％

（現在値） （目標値）
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２ 地域における教育等の充実

現状と課題

核家族化が進行し、地域の人間関係が希薄化する中で、家庭や地域における教育力

が低下しており、地域社会における家庭教育の支援を図る必要があります。

また、子どもや青少年が健やかに育つことができるようにするため、社会全体が連

携して社会環境を浄化する取組みを進めるとともに、健全育成のための拠点となる施

設の整備や活動の活性化を図る必要があります。

また、子どもは遊びを通じて心身ともに育っていくものであり、県民意識調査でも、

子育てする上で重要な住環境として、公園が近くにある、自然が多いなどが上位にあ

げられています。しかし、近年は遊び場が減ってきており、身近に利用できる遊び場

や自然と触れ合える場所の整備を図る必要があります。

また、子どもや青少年の健全育成のためには、野外活動や芸術・文化活動など様々

な体験を通して豊かな人間性を育んでいけるよう、こうした体験学習の機会を提供し

ていく必要があります。

さらに、性の逸脱行動や非行、引きこもりや不登校など問題を抱える子どもや青少

年が増えてきていることから、支援体制の整備を図る必要があります。

施策の方向

地域社会における家庭教育の充実に向けた学習の機会を設けるとともに、家庭に対

するサポート体制をつくり支援を行います。

また、子どもや青少年の健全育成のため、関係機関の連携・協力の推進を図るとと

もに、広報や有益図書等の推奨、有害図書等への対策を行います。

また、子どもや青少年の健全育成活動の拠点である児童館・児童センターや青少年

教育施設の整備を促進するとともに、子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウト活

動やスポーツ活動の活性化を促進します。

また、公園や自然と触れ合える場所など遊び場の整備を進めるとともに、野外活動、

芸術・文化活動、様々な人との交流、動物との触れ合いなど体験学習の機会の提供を

進めます。

さらに、小・中・高等学校にカウンセラーを配置したり、子どもの非行やいじめに

関して専門的なアドバイスを行う少年専門相談員を配置するなどして、問題を抱える

子どもに対する相談体制や支援体制の整備を図ります。

行動計画

(1) 家庭教育への支援
● 父親の家庭教育参加や地域での家庭教育支援のあり方等の家庭教育に関する課

題解決に向けたフォーラムを開催し、家庭や地域の教育力の向上を図ります。（社

会教育Ｇ）

○ 子どもの発達段階に応じた家庭教育のあり方や子育てに役立つ情報をまとめた
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「家庭教育手帳」を配布するとともに、「子育て講座」等を開催します。（社会

教育Ｇ）

(2) 子どもや青少年が健やかに育つことができる環境づくりの推進
○ 「青少年育成県民会議」を始め、関係機関との連携・協力を進めるとともに、

「青少年健全育成県民総ぐるみ運動」を通して青少年の健全育成について啓発を

行い、地域社会が連携して、環境浄化や非行防止活動を積極的に展開します。（青

少年Ｇ）

○ 「福島県青少年健全育成条例」に基づき、青少年の健全な育成に有益な映画、

書籍等を推奨し、他の模範となる活動を行っている団体等に対して表彰を行うと

ともに、有害図書類の実態調査を行い、関係団体、書店等に対する指導やインタ

ーネット利用環境の整備を行います。（青少年Ｇ）

● 次代を担う青少年が夢と希望を持って自己実現を図り、心豊かに成長できるよ

うに、小・中学生が自ら地域への夢や思いを、地域の青少年、住民、企業、学校

等の支援を受けながら実現する活動に対し、助成を行います。（青少年Ｇ）

○ 地域の子どもの健全育成のため親子や世代間の交流活動、遊び場の遊具の点検、

非行防止活動などを行っている「母親クラブ」等を支援します。（子育て支援Ｇ）

● 児童館・児童センターが地域の子どもたちの健全育成の拠点として各種事業を

行えるよう運営を支援するとともに、児童厚生委員等の研修の充実を図ります。

（子育て支援Ｇ、指導監査Ｇ）

○ 青少年の健全育成の拠点である自然の家について、研修効果を高めるため、利

用者ニーズに対応した備品の整備等を進めます。（施設運営Ｇ）

○ 地域における子ども会活動やボーイスカウト・ガールスカウト活動の育成・支

援を図ります。（社会教育Ｇ）

○ スポーツ活動への参加を通して子どもの健全育成を図るため、指導者やリーダ

ーの養成、確保を図ります。（スポーツＧ）

○ だれもが、いつでも、どこでも気軽にスポーツに親しむことができる総合型地

域スポーツクラブの創設、育成、定着を４広域スポーツセンターとともに支援し

ていきます。（スポーツＧ）

(3) 遊びの環境の整備
● 地域の子どもたちが自由に来館して安心して遊ぶことができる場である児童館

・児童センターの整備を支援します。（子育て支援Ｇ）

● 都市公園など身近な公園や緑地の整備を行い、子どもが安全に安心して遊べる

空間づくりを進めます。（都市整備Ｇ）

○ 子どもたちが自然に安全に親しめるよう、自然公園の施設整備を進めます。（自

然保護Ｇ）

○ 「ふくしま県民の森」において、自然とともに健康で豊かな生活を体験できる

環境を提供します。（担い手緑化Ｇ）

○ 港湾・漁港及びその周辺海岸において、海の持つ特別な開放感や水際線を生か
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しながら、子どもたちが憩える良好な親水・交流空間の創出を進めます。（港湾

漁港Ｇ）

(4) 体験学習の推進
● 青少年の体験活動やボランティア活動の推進のため、各市町村等に支援センタ

ーを設置し、コーディネーターを配置するとともに、ボランティアを募って登録

し、支援を行います。（社会教育Ｇ）

○ 子どもたちが優れた芸術文化や地域の伝統文化に接する機会を提供するため、

優れた舞台公演の巡回公演やプロの芸術家をインストラクターとした芸術体験、

博物館や美術館における様々な体験活動を進めます。（生涯学習文化Ｇ、施設運

営Ｇ）

○ 子どもたちが環境について楽しみながら学ぶことができ、また生物に触れ合う

体験を通じて「いのちの教育」を実践するため、「ふくしま海洋科学館（アクア

マリンふくしま）」における新たな展示手法の検討を進めます。（施設運営Ｇ）

○ 子どもたちの社会適応力を育むため、一定のスペースに実際の街を整備した「ス

チューデント・シティ」において、社会の仕組みなどを体験する取組みを進めま

す。（企画学力向上Ｇ）

○ 青年海外協力隊経験者や県内在住の開発途上国出身者等の協力により、開発途

上国等の文化や価値観を学ぶ「地球体験キャラバン」、国際協力・ボランティア

活動・多文化共生等について学ぶ「ユースボランティアミーティング」の実施を

通して、子どもや青少年の国際協力等への理解と関心を深めます。（国際交流Ｇ）

○ 小・中学校の児童生徒に対する農業体験学習活動を行い、農業・農村に対する

理解と関心を深めます。（普及教育Ｇ）

○ 森林にふれあい一緒に学ぶ指導者として「もりの案内人」の養成と能力向上を

進めるとともに、森林での学習や奉仕活動などを行う「緑の少年団」の育成を支

援します。（担い手緑化Ｇ）

○ 小・中学生が森林・林業についての理解を深めるため、公有林等を活用した環

境学習の森等を整備し、日常的な森林・林業教育を行います。（担い手緑化Ｇ）

○ 自然体験等を通して環境保全への理解を進めるため、小・中学生で結成する「こ

どもエコクラブ」の活動を支援します。（環境活動推進Ｇ）

○ 子どもたちが環境について体験的に学習できる機会の増加を図るため、水生生

物調査、星空観察などを行う教員を養成するとともに、必要な資材の提供を行い

ます。（環境活動推進Ｇ）

○ 節電や節水など簡単にできる地球にやさしい行動に取り組む小・中学校を広く

募集し、児童・生徒の環境保全の行動を促進します。（環境活動推進Ｇ）

○ 「親子ものづくり体験教室」等の実施を通して、若者が広くものづくりの技能

に触れ、「ものづくり」の社会的重要性、勤労の達成感を体験できる場を提供し

ます。（技能振興Ｇ）

○ 小・中学校の中から「愛鳥モデル校」を指定し、地域で生息する鳥獣の調査や

鳥獣保護活動を支援するとともに、子どもたちに鳥獣保護についての啓発を行い
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ます。（自然保護Ｇ）

○ 小学校に獣医師を派遣し、動物の生理、生態、習性等の授業を通して、命の大

切さを学ぶための場を提供します。（食品安全Ｇ）

(5) 問題を抱える子どもに対する支援体制の整備
● 児童生徒の心理に関して高度で専門的な知識や経験を有するカウンセラーを小

・中・高等学校に配置し、学校不適応生徒等へのカウンセリングを行うとともに、

教職員や保護者への助言・指導を行い、不登校やいじめ、非行など様々な問題の

解決を図るとともに、同様の取組みを行う私立学校に対し助成を行います。（学

習生活指導Ｇ、私立学校Ｇ）

○ 子どもの非行やいじめなどに関して、「ヤングテレホン」や「いじめ１１０番」

などにより少年専門相談員が専門的なアドバイスを行います。（総合相談課）

○ 不登校の児童生徒や障がいを持つ児童生徒と保護者に対して、自然体験や交流

体験の場を提供し、円滑な対人関係や自立心の形成を図るための支援を行います。

（社会教育Ｇ）

○ 少年の非行防止・早期発見を目的とした街頭補導などの地域活動を行う拠点と

なる少年センターの活動を支援します。（青少年Ｇ）

施策に関する指標

(1) 福島県青少年育成県民会議議員数（青少年Ｇ）
平成１６年度 １６４人 → 平成２１年度 １９５人

（現在値） （目標値）

(2) 有益な映画、書籍等の推奨数（累計）（青少年Ｇ）
平成１６年度 図書 ４２冊 → 平成２１年度 図書 ９０冊

映画 ７２本 映画 １１２本

（現在値） （目標値）

(3) 一人当たりの児童館・児童センター年間利用回数（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 １．８３回 → 平成２１年度 ２．０６回

（現在値） （目標値）

(4) 一人当たりの緑地等面積（都市整備Ｇ）
平成１６年度 ２１．２㎡／人 → 平成２１年度 ２４．５㎡／人

（現在値） （目標値）

(5) 体験活動ボランティア登録数（社会教育Ｇ）
平成１６年度 ８４８人 → 平成２１年度 １，１１０人

（現在値） （目標値）
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(6) スクールカウンセラー配置校数（学習生活指導Ｇ）
平成１６年度 １１２校 → 平成２１年度 ２６４校

（現在値） （目標値）
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３ 放課後児童の健全育成の推進

現状と課題

放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の児童に対して適切な遊びや生活の

場を与えるものとして重要な役割を果たしており、地域のニーズに応じて年々増加し

ています。今後も、共働き家庭の増加に伴いますます需要が高まることが予想される

ことから、クラブの新設や保護者のニーズにあった運営を支援していく必要がありま

す。

また障がい児の受入れについて、対応できる児童指導員の確保などを支援していく

必要があります。

施策の方向

放課後児童クラブの設置、運営に対する支援策の拡充を図るとともに、児童指導員

の資質の向上や活動内容の充実を図ります。

また、障がい児が利用できる放課後児童クラブの増加のため、対応できる児童指導

員の確保等についての支援の拡充を図ります。

行動計画

(1) 放課後児童の健全育成の推進
● 放課後児童クラブを設置する市町村に対し、必要な施設の整備に対して助成を

行うとともに、運営費の助成について拡充を図ります。（子育て支援Ｇ）

○ 放課後児童クラブの児童指導員に対し、研修を実施し、資質の向上を図ります。

（指導監査Ｇ、子育て支援Ｇ）

● 障がい児が利用できる放課後児童クラブに対する運営に要する経費の助成につ

いて拡充を図ります。（子育て支援Ｇ）

施策に関する指標

(1) 放課後児童クラブ設置率（子育て支援Ｇ）
平成１６年度 ４２．２％ → 平成２１年度 ６０％

（現在値） （目標値）

※ 公立放課後児童クラブ数の公立小学校（本校）数に対する割合
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４ 子どもの権利や意見が大切にされる環境づくりの推進

現状と課題

少子化の進行、家庭や地域における子育て機能の低下など子どもを取り巻く環境が

大きく変化する中、子どもが健やかに成長するためには、子どもの人権が尊重され、

子ども自身の声を大切にしながら、のびのびと育っていける環境を整備していくこと

が必要です。

平成６年に批准された「児童の権利に関する条約」においても、子どもの最善の利

益を尊重するとともに、子どもの生きる権利、自由に意見を表明する権利を有するこ

となどが定められています。

施策の方向

子どもの人権に関する啓発を行うとともに、人権に関する教育の充実を図ります。

また、子どもが自分の意見や要望を自由に表明できる機会を設け、子どもの意見や

要望が子育ち環境の整備など県政に反映される環境づくりを進めます。

行動計画

(1) 子どもの人権に関する啓発
○ 「児童福祉月間」の実施や子どもの権利条約を紹介したカードの作成等を通し

て子どもの人権尊重に関する啓発を行います。（子育て支援Ｇ）

● 人権意識を培うための効果的かつ実際的な指導のあり方について重点的に研究

・実践する研究校を指定し、この成果を広く共有して、人権教育の改善、充実を

図ります。（学習生活指導Ｇ）

○ 人権教育に関わる内容を家庭教育や成人教育の研修会・講習会等で取り上げ、

広く普及啓発を行います。（社会教育Ｇ）

(2) 子どもの声を生かした子育ち環境づくりの推進
○ 子どもたちと知事が直接話し合う「知事と語ろう“うつくしまホームルーム”」

を開催し、子どもの意見を県政運営に生かします。（県政広聴Ｇ）

● 県政の身近で重要な課題等について意識等の調査を行う県政世論調査におい

て、満１５歳以上の児童も対象として調査を行います。（県政広聴Ｇ）

○ 「少年の主張大会」のような、子どもたちが今後の社会のあるべき姿や社会づ

くりを自ら考え、それを表明する機会を与えるとともに、そうした主張を社会が

反映する機会を作ることを支援します。（青少年Ｇ）
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５ 子どもにとって安全で安心な地域づくりの推進

現状と課題

子どもが健やかに育つためには、犯罪や事故にあわない安全で安心なまちづくりを

進めることが必要です。

子どもを対象とした犯罪や声かけ事案等の発生が増加しており、子どもを犯罪から

守るため、防犯施設を整備するとともに、地域全体で犯罪のおこりにくい環境づくり

を行う必要があります。

また、交通事故がなく、子どもや子ども連れの親が安心して外出できる交通環境づ

くりのためには、交通安全施設の整備などとともに、地域全体で交通安全教育などに

取り組んでいく必要があります。

施策の方向

通学路や公園等における防犯施設の整備を進めるとともに、地域における関係機関

や関係団体の連携の下、犯罪被害の未然防止や緊急時の避難場所の設置などを進めま

す。

また、交通安全施設の整備や交通規制による交通安全の確保を図るとともに、地域

で交通安全教育や交通安全指導を進めます。

行動計画

(1) 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
○ 教育委員会及び学校との連携強化により、声かけ事案発生等のタイムリーな情

報発信を行います。（生活安全企画課）

● 学校周辺等における「児童の安全確保及び少年非行防止等を目的としたパトロ

ール活動事業」を警備会社に委託する外、自治体等関係機関への働きかけを行い、

通学路や公園への「子ども緊急通報装置」等の防犯灯設置など防犯施設の整備を

促進します。（生活安全企画課）

○ 関係機関や防犯少年関係ボランティア団体との情報交換による地域の実態把握

及び相互連携による地域安全活動の強化を図り、防犯ボランティア団体への支援

を行います。（生活安全企画課）

○ 子どもや保護者を対象とした防犯教室の開催により、犯罪被害防止のための啓

発を行います。（生活安全企画課）

● 小学生の下校時の老人クラブ会員による「地域の孫を見守り隊運動」を支援し

ます。（少子高齢社会対策Ｇ）

○ 門灯や玄関灯を夜間点灯する「一戸一灯運動」の実施により犯罪のおこりにく

い環境づくりを行うとともに、住民が相互にあいさつをかわす「あいさつ運動」

を推進して地域の連帯と防犯意識を高めることにより、子どもが安全・安心に暮

らせるまちづくりを進めます。（生活安全企画課）

● 子どもが犯罪等の被害に遭遇し、又は遭遇のおそれがある場合の緊急避難場所
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である「子ども１１０番の家」の設置場所及び効果的な活用方法の広報啓発と設

置拡大に対する支援を行います。（生活安全企画課）

(2) 子どもの交通安全を確保するための活動の推進
● 通学路、公共施設の周辺、あんしん歩行エリアなどを中心に、信号機や横断歩

道等の交通安全施設の整備を行うとともに、総合的な交通規制による交通安全の

確保を図ります。（交通規制課）

○ 交通ルールやマナーを理解させ、交通安全意識を高めるため、子どもに対する

交通安全教育を実施します。（生活交通Ｇ）

○ 子どもの交通事故防止活動や交通安全運動の担い手である「交通安全母の会」

の活動の活性化のため、研修会等の実施を支援します。（生活交通Ｇ）

○ チャイルドシートの着用について、交通安全運動の重点事項とするとともに、

パンフレットの配布やテレビ等を通じた啓発を行います。（生活交通Ｇ）

施策に関する指標

(1) 老人クラブ会員による「地域の孫を見守り隊運動」の実施地区数（累計）
（少子高齢社会対策Ｇ）

平成１６年度 ２地区 → 平成２１年度 １２地区

（現在値） （目標値）

(2) チャイルドシート着用率（生活交通Ｇ）
平成１５年度 ８０．８％ → 平成２１年度 １００％

（現在値） （目標値）
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Ⅴ 援助を必要とする

子どもや家庭のための支援
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１ 障がいを持った子どもや家庭に対する支援

現状と課題

障がいのある子どもに対する在宅福祉サービスは、平成１５年度からの支援費制度

の開始に伴い、その種類と供給量は大幅に増加しましたが、サービス提供の空白地域

が存在しているとともに、サービス内容が十分周知されているとは言えない状況であ

り、制度の普及とサービス基盤の整備を図っていく必要があります。

また、障がいのある子どもを持つ家庭の負担軽減のため、障がい児保育を充実する

とともに、重度の障がいがある子どもを持つ家庭への社会的支援を推進する必要があ

ります。

さらに、障がいのある子どもが健康で安全に教育を受けることができる環境づくり

を進めるとともに、障がいのない子どもと共に学ぶ教育の推進を図る必要があります。

施策の方向

障がいのある子どもへの正しい認識と理解を深めるため、広く啓発活動を行います。

また、在宅の障がい児の将来の独立自活に必要な支援及び家庭への支援を行います。

また、障がい児保育の充実を図るとともに、重度の障がいのある子どもを持つ家庭

に対する経済的支援を図ります。

さらに、障がいがある子どもの学校生活の支援のため医療的ケアや各種相談の充実

を図るとともに、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶことができる

環境づくりを図ります。

行動計画

(1) 障がいを持った子どもやその保護者に対する支援
○ 障がいのある子どもへの正しい認識と理解を深めるため、「障害者週間」など

を通じ、広く啓発を行います。（障がい者支援Ｇ）

○ 日常生活に支障がある障がい児に対する身体介護や家事援助等のサービスに対

し支援を行います。（障がい者支援Ｇ）

○ 在宅の障がい児が保護者の疾病等により短期間施設に入所して保護又は指導を

受ける場合、これに対する支援を行います。（障がい者支援Ｇ）

○ 障がい児やその保護者へのホームヘルパーに対し、研修や実習を行います。（障

がい者支援Ｇ）

● 在宅の障がい児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相

談等が受けられる療育機能の充実を図ります。（障がい者支援Ｇ）

○ 障がい児の通園指導訓練について、実施地域を拡大し、充実を図ります。（障

がい者支援Ｇ）

○ 中度又は重度の障がいを有する２０歳未満の子どもを養育している保護者に対

して、「特別児童扶養手当」を支給して、福祉の増進を図ります。（児童家庭Ｇ）

○ 重度の障がい児の医療費の負担軽減を図るため、一部負担金に対して助成を行
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います。（障がい者支援Ｇ）

● 広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等への対応のため、自

閉症・発達障がい支援センターの設置を促進するとともに、ネットワークの充実

を図り、総合的な支援体制を整備します。（障がい者支援Ｇ）

(2) 障がい児保育の充実
● 保育所における障がいのある子どもの受入体制の整備を促進し、障がい児保育

の充実を図ります。（子育て支援Ｇ）

(3) 障がい児に対する教育的支援
● 盲・聾・養護学校で学ぶ子どもが健康で安全な学校生活を送れるよう、指導医

を委嘱し、看護師を配置するなど、医療的ケアの実施を図ります。（特別支援教

育Ｇ）

○ 障がいのある子どもやその保護者、担当教員等に対する教育、福祉、医療等が

一体となった教育相談の体制の整備を図ります。（特別支援教育Ｇ）

○ 養護教育センターにおいて、センターでの相談の他、地域相談教室を開催し、

障がいのある子どもについての教育相談を行います。（特別支援教育Ｇ）

○ 通常の学級で学習する障がいのある児童生徒を支援するため、小・中学校への

介助員の配置を支援するとともに、同様の取組みを行う私立学校に対し助成を行

います。また、重度視覚障がいや弱視の児童生徒のために必要な教材の導入を支

援します。（奨学助成Ｇ、私立学校Ｇ）

○ 心身障がい児が入園している私立幼稚園に対して助成を行います。（私立学校

Ｇ）

○ 盲・聾・養護学校において、地域の外部講師による学習、自然体験や社会体験

活動、他の学校や地域社会の人々との交流活動を進めます。（特別支援教育Ｇ）

○ 特別な支援を必要とする子どもに対する教育について、研修を行い、教職員の

資質の向上を図ります。（特別支援教育Ｇ）

○ 障がいのある子どもを、障がいのあるなし等に関わらず県内から選考された団

員とともにユニバーサルデザインの先進国に派遣し、その理念等についての体験

活動を行います。（特別支援教育Ｇ）

○ 障がいのある児童生徒の放課後における受入体制のあり方を検討していきま

す。（障がい者支援Ｇ）

施策に関する指標

(1) 障がい児保育を実施している市町村の割合（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 ８１．１％ → 平成２１年度 ８８．８％

（現在値） （目標値）
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２ ひとり親家庭等に対する支援

現状と課題

保護者がいない子どもや家庭での養育が困難となった子どもへの支援を図ることが

必要です。

また、離婚の増加によりひとり親家庭が増加しています（ひとり親世帯数 平成１

０年度１９，５２１世帯、平成１６年度２２，９４６世帯）。そのうち、特に母子世

帯の増加が目立ちます（母子家庭数 平成１０年度１５，９８２世帯、平成１６年度

２０，０５１世帯）。ひとり親家庭は両親のいる家庭より子育ての負担が大きいこと

から、安心して子育てができるよう支援をしていく必要があります。

施策の方向

保護者がいない子どもや家庭での養育が困難となった子どもに対する児童福祉施設

等や里親による保護、養育を進めるとともに、児童福祉施設を退所した子どもの社会

的自立の支援を図ります。

また、ひとり親家庭に対する、子育てや生活の支援、就労支援、経済的支援などを

総合的に行います。

行動計画

(1) 家庭での養育が困難な子どもに対する支援
● 保護者がいない子どもや家庭での養育が困難となった子どもに対する児童福祉

施設での養育や里親による養育を行います。（児童家庭Ｇ）

○ 児童福祉施設における処遇の向上を図るために必要な環境整備を進めます。（児

童家庭Ｇ）

○ 児童福祉施設を退所した子どもに継続した指導・助言を行うことにより、社会

生活への適応及び自立の促進を図ります。（児童家庭Ｇ）

○ 里親の養育技術の向上を図るため、養育方法等についての研修を行います。（児

童家庭Ｇ）

○ 子どもの抱える問題に適切に対応するため、情緒障がい児短期治療施設、児童

家庭支援センター、自立援助ホームの設置について検討を進めます。（児童家庭

Ｇ）

(2) ひとり親家庭に対する支援
○ ひとり親家庭において、疾病などの理由により一時的に生活援助を受ける必要

がある場合や、生活環境の激変により保育サービスなどを必要とする場合、家庭

生活支援員を派遣し、生活を支援します。（児童家庭Ｇ）

● 母子家庭の母等からの就業に関する相談に応じるとともに、講習会の開催や就

業情報の提供等一貫した就業支援サービスを提供し、自立を支援します。（児童

家庭Ｇ）
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○ ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の

一部を助成します。（児童家庭Ｇ）

○ 母子家庭の相談役となる母子自立支援員や母子福祉協力員に対する研修会を開

催し、資質の向上を図ります。（児童家庭Ｇ）

○ 母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るため、「児童

扶養手当」を支給するとともに、生活に必要な資金を貸与します。（児童家庭Ｇ）

施策に関する指標

(1) ひとり親家庭医療費助成事業受給資格登録世帯数（児童家庭Ｇ）
平成１６年度 １６，７２５世帯 → 平成２１年度 １８，７００世帯

（現在値） （目標値）
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３ 児童虐待の防止及び様々な被害にあった子どもに対する支援

現状と課題

児童虐待に関する相談は増加しており（平成１０年度２６６件、平成１５年度６０

０件）、その内容は、複雑化・困難化してきています。児童虐待は著しい子どもの人

権侵害であるとともに、子どもの心身の成長や人格の形成に大きな影響を及ぼすもの

であり、これまで以上に虐待の未然防止や早期発見について、関係機関の連携により

対応していく必要があります。

また、犯罪、いじめ、児童虐待等により被害を受けた子どもに対する心のケアや自

立に対する支援、家庭に対する援助を充実していく必要があります。

施策の方向

児童虐待の防止のため、関係機関が連携の強化を図るとともに、必要な研修、啓発、

虐待のおそれのある家庭の訪問などを行います。

また、犯罪、いじめ、虐待等により被害を受けた子どもの心のケアや自立支援及び

その家族に対する援助を充実していくための体制づくりを行います。

行動計画

(1) 児童虐待の防止体制の整備
○ 子どもの虐待防止について、ＴＶスポット等により広く啓発を行います。（児

童家庭Ｇ）

○ 児童虐待の未然防止や早期発見について関係機関・団体が情報交換を行い、連

携の強化を図ります。（児童家庭Ｇ）

● 市町村が行う、保健、福祉、医療、教育、警察等が連携した児童虐待の未然防

止や早期発見等の取組みに対し、支援を行います。（児童家庭Ｇ）

○ 市町村職員や主任児童委員、保育士等に実践的内容も含めた研修を行い、児童

虐待防止体制の強化を図ります。（児童家庭Ｇ）

● 虐待予防のために、育児不安を抱える親同士が集まって悩みを話し合うグルー

プミーティングを実施するとともに、子育てに関して不安を抱える家庭に対して

保健師、助産師、保育士等の専門家や子育てＯＢ、ヘルパー等を派遣し、支援を

行う市町村と連携を図ります。（子育て支援Ｇ）

(2) 被害にあった子どもに対する支援体制の整備及びその親に対する対応
○ 児童相談所の一時保護所や児童養護施設に心理療法担当職員を配置し、被害を

受けた子どもの心理療法を行います。（児童家庭Ｇ）

● 被虐待児の受入先確保と処遇の向上のため、より家庭的な処遇ができる地域小

規模児童養護施設の設置を促進します。（児童家庭Ｇ）

● 複雑困難化している児童虐待相談対応のため、児童相談所に弁護士、精神科医、

心理学又は社会福祉学の学識者からなる専門家チームを設置し、虐待に対する処
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遇の支援、強化を図ります。（児童家庭Ｇ）

○ 虐待した保護者の心の問題に対応するため、精神科医の指導・助言を得ながら

カウンセリングを行います。（児童家庭Ｇ）

○ 被虐待児が再び家庭に戻れるよう、虐待した保護者の心の問題への対応や家族

環境の調整のため、児童養護施設等に家庭支援専門相談員を配置します。（児童

家庭Ｇ）

○ 児童相談所や保健福祉事務所の職員を虐待問題に関する専門技術習得のための

研修に派遣し、対応能力の向上を図ります。（児童家庭Ｇ）

○ 児童相談所の夜間休日における相談体制について検討していきます。（児童家

庭Ｇ）

● 虐待等により被害を受けた一時保護所利用児童の処遇の向上などのため、児童

相談所の環境整備を図ります。（児童家庭Ｇ）

○ いじめによる被害を受けた子どもに対する支援のため、「いじめ１１０番」に

おいて相談指導を実施します。（総合相談課）

○ 民間団体、行政、司法機関、教育機関、各種法人等により「福島県被害者支援

連絡協議会」を設置し、相互に連携、情報交換等を行いながら、犯罪等により被

害を受けた子どもに対する支援を進めます。（総合相談課）

施策に関する指標

(1) 虐待防止ネットワークを設置している市町村の率（児童家庭Ｇ）
平成１６年度 １１．２％ → 平成２１年度 １００％

（現在値） （目標値）
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Ⅵ 次代の親の育成
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１ 思春期における健康教育の推進

現状と課題

性情報の氾濫などから、本県の平成１５年度における未成年者の人工妊娠中絶実施

率（１０代の人工妊娠中絶年間件数を１５歳～１９歳までの女子人口千対で表した数）

は１８．６と、全国平均の１１．９を上回っています。こうした中で、次代の親とな

るべき若者に対し、性に関する正しい知識の普及や生命の大切さについての啓発等を

行う必要があります。

また、次代の親となるべき若者の健全な成長のため、喫煙や飲酒、薬物乱用の防止

を図る必要があります。

施策の方向

思春期の若者に対して、性教育を含めた健康教育を進めるとともに、性に関する不

安や悩みなどについての相談体制の整備を進めます。

また、未成年者の喫煙や飲酒の防止、覚せい剤、シンナー等の薬物乱用防止対策を

進めます。

行動計画

(1) 思春期における健康教育の推進
○ 健康教育に携わる関係機関や有識者による連絡協議会を開催し、県全体での健

康教育の推進体制の整備を図ります。（健康教育Ｇ）

● 健康教育についてモデル校を指定し指導法等についての研修を行うとともに、

各学校の健康教育推進者に対する研修会を開催し、健康教育の充実を図ります。

（健康教育Ｇ）

○ 精神科医、カウンセラー等の専門家を高等学校に派遣し、性教育の充実を図る

とともに、生徒の心身の健全な発育を支援します。（健康教育Ｇ）

● 思春期に特有な医学的問題や性に関する不安や悩みについて思春期相談ほっと

ライン等の個別相談・指導を行うとともに、性に関する正しい知識の普及のため

の講座を開催します。（子育て支援Ｇ）

○ 思春期保健に携わる医療・保健・教育分野等の関係者に対し専門研修を行い、

資質の向上を図ります。（子育て支援Ｇ）

● 親や大人が思春期の子どもと向き合い、性やいのちについて教え導くための学

習の機会としてセミナーを開催するとともに、家庭教育資料を作成します。（社

会教育Ｇ）

○ エイズ・性感染症に関する相談事業を行い、正しい知識の普及を図ります。（医

療看護Ｇ）

○ 「健康ふくしま２１推進協議会」と協働し、関係団体等とともに、未成年者の

喫煙防止対策や飲酒防止対策を進めます。（健康増進Ｇ）

○ 覚せい剤、シンナー等の薬物乱用を防止するため、「ダメ。ゼッタイ。」普及
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運動を推進し、青少年等への啓発活動を行うとともに、この活動の地域での中心

となる薬物乱用防止指導員の活動を支援します。（薬務Ｇ）

施策に関する指標

(1) １０代の人工妊娠中絶実施率（子育て支援Ｇ）
平成１５年度 １８．６ → 平成２１年度 １１．９

（現在値） （目標値）

(2) 精神科医、カウンセラー等の専門家の学校への派遣回数（累計）（健康教育Ｇ）
平成１６年度 ６０校 → 平成２１年度 １１５校

（現在値） （目標値）

(3) 薬物乱用防止教室受講者数（薬務Ｇ）
平成１５年度 ２７，００４人 → 平成２１年度 ３０，０００人

（現在値） （目標値）
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２ 家庭を築き子どもを生み育てるための環境づくりの推進

現状と課題

少子化対策のためには、次代の親となるべき若者に対し、男女が協力して家庭を築

くこと及び子どもを生み育てることの意義についての教育や啓発を進めることが必要

です。

また、若者の失業率が悪化するとともに不安定就労や無業者となるケースが増加し

ており、若者が自立して家庭を持てるようにするため、安定的な就労ができる環境づ

くりを行う必要があります。

施策の方向

家庭を築き、子どもを生み育てることの意義について、あらゆる機会をとらえて啓

発を行うとともに、若者に対する乳幼児とふれあうなど子どもや家庭の大切さを考え

る機会の提供を図ります。

また、新規高卒者の就職の支援を推進するとともに、不安定就労や無業となってい

る若者の安定的な就職について支援を行います。

行動計画

(1) 家庭を築き子どもを生み育てることの意義に関する教育・啓発の推進
● 「子育て週間」におけるイベントなどあらゆる機会をとらえて、家庭を築き

子どもを生み育てることの意義に関する啓発を行います。（少子高齢社会対策

Ｇ）

○ 学校の授業の中で、親の役割や子どもを生み育てることの意義についての教

育を進めます。（学習生活指導Ｇ）

● 小学校高学年や中・高校生を対象とした赤ちゃん講座や中・高校生等と乳幼

児がふれあうための交流事業などを進めます。（子育て支援Ｇ）

(2) 若年者の就業に対する支援
○ 新規高卒者の就職希望の実現を図るため、各地区に就職促進支援員を配置し、

各高等学校と公共職業安定所等との連携を図りながら、就職希望生徒への情報

提供や面接等により就職指導の充実を図ります。（企画学力向上Ｇ、私立学校

Ｇ）

○ 県内企業の採用担当者と就職希望の新規高卒者で就職未内定の生徒が一堂に

会する就職面接会を開催し、就職内定の機会を提供することにより就職促進を

図ります。（雇用対策Ｇ）

○ 高等学校の生徒の勤労観・職業観の育成を図り、将来に向けて創造的な人材

育成を図るため、企業におけるインターンシップの実施を推進するとともに、

同様の取組みを行う私立学校に対し助成を行います。（企画学力向上Ｇ、私立

学校Ｇ）
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○ 小・中学校において、職場見学や職場体験等によるキャリア教育を推進しま

す。（企画学力向上Ｇ）

○ 高等学校の教員を対象にキャリア教育に関する研修を実施し、キャリア・カ

ウンセリングの基礎的な能力・技能の向上を図ります。（企画学力向上Ｇ）

● 不安定就労や無業となっている若者の就職を支援するため、就職サポートセ

ンターを設置し、きめ細かな就職相談や職業の紹介などを行うとともに、就職

支援セミナーや企業で実際に仕事を体験してもらう事業等を行います。（雇用

対策Ｇ）

● 従来の普通職業訓練に加え、卒業後本格的雇用に至らない学卒者等若年者へ

の就職支援策として、高等技術専門校での教育訓練と企業実習を組み合わせた

訓練をモデル的に実施し、若年者を一人の職業人として育成します。（技能振

興Ｇ）

○ 若年者の就職が促進されるよう、企業側に対し働きかけを行っていきます。

（雇用対策Ｇ）

施策に関する指標

(1) 年長児童の赤ちゃん出会い等事業実施市町村率（子育て支援Ｇ）
平成１６年度 ６．７％ → 平成２１年度 ４０％

（現在値） （目標値）
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第５章 計画の実現に向けて
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１ 県における取組み

本プランの実現を図るため、「福島県少子高齢社会対策推進本部」を中心とした全庁

的な体制の下、毎年度、各施策の進ちょく状況を評価しながら、施策のあり方について

検討し、施策の総合的かつ効果的な推進に努めていきます。

２ 民間との連携

民間の関係団体の代表等から構成される「福島県子育ち・子育て環境づくり推進会議」

と連携を図るとともに、地域団体等の意見や提案も取り入れながら、行政と民間が一体

となった次世代育成支援対策を推進します。

また、民間企業に対し次世代育成支援の必要性について啓発を行うとともに、次世代

育成支援に関する一般事業主行動計画の策定や実現を呼びかけ、支援していきます。

３ 市町村に対する支援

地域における次世代育成支援対策に中心的な役割を果たすのは各市町村であり、市町

村がそれぞれの行動計画を実現できるよう、その取組みを支援していきます。

４ 県民一人ひとりの取組み

県民一人ひとりが、子育てに関心を持ち、子どもは社会の「宝」であるととらえ、地

域全体で子どもを見守り、子育て支援を行う環境づくりを進めることが大切です。

このため、「子育て週間」、そして「子育ての日」を設定し、「子育て支援を進める県

民運動」を展開するなど、地域全体で子育て支援を行う気運づくりを推進していきます。
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参 考 資 料
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Ⅰ 「うつくしま子ども夢プラン」の策定経過

平成１６年１月～２月 「新うつくしま子どもプラン」見直しのための

県民意識調査実施

平成１６年６月１４日 少子高齢社会対策推進本部会議開催

（平成１６年度の計画策定について了承）

平成１６年７月１日 少子社会対策連絡会議幹事会開催

（計画の基本方針について検討）

平成１６年７月８日 少子社会対策連絡会議開催

（計画の基本方針について検討）

平成１６年７月２３日 子育ち・子育て環境づくり推進会議開催

（計画の基本方針について意見交換）

平成１６年１１月８日 子育て支援について意見を聴く会開催

（少子化対策、子育て支援について一般県民

の代表から意見聴取）

平成１６年１２月１０日～１６日 少子社会対策連絡会議・幹事会開催

（計画の素案について検討）

平成１７年１月６日～１３日 子育ち・子育て環境づくり推進会議開催

（計画の素案について意見交換）

平成１７年１月１４日～２０日 少子社会対策連絡会議・幹事会開催

（計画の素案について検討）

平成１７年１月２４日 少子高齢社会対策推進本部会議開催

（計画の素案について検討）

平成１７年１月２８日～２月１０日 子育ち・子育て環境づくり推進会議開催

（計画案について意見交換）

平成１７年１月２８日～２月２８日 計画案についてパブリック・コメントを実施

平成１７年２月２８日～３月４日 子育ち・子育て環境づくり推進会議開催

（計画案について意見交換）

平成１７年３月１４日 少子高齢社会対策推進本部会議開催

（計画の審議・決定）
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Ⅱ 福島県子育ち・子育て環境づくり推進会議設置要綱

（設置目的）

第１条 出生率の低下や核家族世帯の増加、都市化の進行、女性の社会進出の増大等子

どもと家庭を取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、「安心して子どもを産み育てるこ

とができ、子ども自身が健やかに育つことができる環境づくり」（以下「子育ち・子

育て環境づくり」という。）を官民一体となって推進するため、別表１に掲げる団体

等（以下「構成団体等」という。）をもって構成する「福島県子育ち・子育て環境づ

くり推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事務等）

第２条 推進会議は、次の事務を所掌する。

１ 子育ち・子育て環境づくりを推進するための総合的な対策についての検討・協議

２ 子育ち・子育て環境づくりに関する各種啓発の実施

３ 子育ち・子育て環境づくりに関する調査研究

４ その他子育ち・子育て環境づくりの推進に関する事項

２ 推進会議の構成団体等は、『うつくしま子ども夢プラン』を実現するための具体的

施策に自ら積極的に取り組むものとする。

（組 織）

第３条 推進会議は、構成団体等から推薦された委員及び公募により選出された委員を

もって組織する。

２ 推進会議の委員は、知事が委嘱する。

（任 期）

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

２ 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（座長及び副座長）

第５条 推進会議には委員の互選により座長１名、副座長１名を置く。

２ 座長は推進会議を代表し、推進会議の事務を総括する。

３ 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。

（会 議）

第６条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は座長が招集する。ただし、委員の

任期満了に伴い、新たに組織された推進会議の最初に開催される会議は、知事が招集

する。

２ 座長は、会議の議長となる。

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
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４ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（関係者の出席）

第７条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意

見を聴くことができる。

（部 会）

第８条 推進会議には、別表２に掲げる専門的事項を検討・協議するため、企画啓発部

会、子育ち・子育て支援部会、子育ち・子育て環境部会を置く。

２ 部会は、座長が指名する者をもって組織する。

３ 部会には委員の互選により部会長１名を置き、部会長は部会の事務を総括する。

４ 部会は座長が招集し、部会長は部会の会議の議長となる。

（事務局）

第９条 推進会議の事務局は、福島県保健福祉部保健福祉総務領域少子高齢社会対策グ

ループに置く。

（その他）

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項について

は、座長が会議に諮って決定する。

別表１（第１条関係） （五十音順）

構 成 団 体 等 名 構 成 団 体 等 名

厚生労働省福島労働局 福島県商工会連合会

公募委員 福島県青少年団体連絡協議会

公募委員 福島県地域保育所協議会

公募委員 福島県中学校長会

日本助産師会福島県支部 福島県町村会

日本労働組合総連合会福島県連合会 福島県ＰＴＡ連合会

福島県医師会 福島県婦人団体連合会

福島県看護協会 福島県保育協議会

福島県経営者協会連合会 福島県放送七社会

福島県私学団体総連合会 福島県ボランティア連絡協議会

福島県市長会 福島県民生児童委員協議会

福島県児童館連絡協議会 福島県労働福祉協議会

福島県社会福祉協議会 福島大学

福島県小学校長会 福島民報社

福島県商工会議所連合会 福島民友新聞社

別表２（第８条関係）〔省略〕
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Ⅲ 福島県少子高齢社会対策推進本部設置要綱

（趣 旨）

第１条 県人口の急速な少子化及び高齢化に適切に対応し、子育てに魅力や喜びが持て、

生涯にわたって健やかで充実した生活を享受することができる真に豊かで活力ある地

域社会づくりを効果的かつ総合的に推進するため、福島県少子高齢社会対策推進本部

（以下「推進本部」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。

一 少子社会対策及び高齢社会対策の総合的な企画及び調整に関すること

二 少子社会対策及び高齢社会対策にかかる総合的な指針の策定及び推進に関するこ

と

三 その他少子社会対策及び高齢社会対策の総合的な実施のために必要な事項に関す

ること

（構 成）

第３条 推進本部は、別表第１に掲げる職にある者をもって構成するものとする。

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は、副知事の職にある者、副本部長

は、出納長の職にある者をもってあてるものとする。

（本部長及び副本部長）

第４条 本部長は、推進本部の業務を統括するものとする。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理するもの

とする。

（会 議）

第５条 推進本部の会議は、必要の都度本部長が招集し、本部長がこれを主宰するもの

とする。

（連絡会議）

第６条 推進本部の円滑な運営に資するため、推進本部のもとに少子社会対策連絡会議

と高齢社会対策連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。

２ 連絡会議は、推進本部において審議・決定すべき事項にかかる連絡調整を行うもの

とする。

３ 少子社会対策連絡会議は、別表第２に掲げる職にある者、高齢社会対策連絡会議は、

別表第３に掲げる職にある者をもって構成するものとする。

４ 連絡会議に議長及び副議長を置き、議長は、保健福祉部政策監の職にある者、副議

長は保健福祉部少子高齢社会対策グループ参事の職にある者をもってあてるものとす
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る。

５ 連絡会議には、必要に応じて専門分科会を置くことができるものとする。

６ 議長は，連絡会議の業務を統括し、必要に応じて連絡会議を招集するものとする。

７ 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理するものとする。

（幹 事 会）

第７条 推進本部及び連絡会議の円滑な運営に資するとともに、第２条に掲げる事項に

ついての実務的な企画立案及び連絡調整を図るため、連絡会議のもとに少子社会対策

連絡会議幹事会と高齢社会対策連絡会議幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。

２ 幹事会は、別表第２及び別表第３に掲げる職にある者の意見を聞いて、連絡会議議

長が決定した者をもって構成するものとする。

３ 幹事会に幹事長を置き、幹事長は、保健福祉部少子高齢社会対策グループ参事の職

にある者をもってあてるものとする。

４ 幹事会には、必要に応じて専門分科会を置くことができるものとする。

５ 幹事長は、幹事会の業務を統括し、必要に応じて幹事会を招集するとともに、これ

を主宰するものとする。

６ 幹事長は、必要と認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の関係者の出席を求め、

その説明又は意見を聞くことができるものとする。

（庶 務）

第８条 推進本部、連絡会議及び幹事会（以下「推進本部等」という。）の庶務は、保

健福祉部少子高齢社会対策グループにおいて処理するものとする。

（補 則）

第９条 本要綱に定めるもののほか、推進本部等の運営その他必要な事項については、

別に定めるものとする。

別表第１（第３条関係）

推進本部の構成

本部員 副 知 事 商 工 労 働 部 長

出 納 長 農 林 水 産 部 長

直 轄 理 事 土 木 部 長

総 務 部 長 病 院 局 長

企 画 調 整 部 長 教 育 長

生 活 環 境 部 長 警 察 本 部 長

保 健 福 祉 部 長

別表第２及び別表第３（第６条関係）〔省略〕



- 96 -

Ⅳ 次世代育成支援対策推進法の概要

法律の目的

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健

やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策に

ついて、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共

団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的

に推進するために必要な措置を講ずることが定められています。

法律の概要

１ 定義（第２条）

この法律において「次世代育成支援策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、

又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに

生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策

又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

２ 基本理念（第３条）

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有

するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理

解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければ

ならない。

３ 行動計画策定指針（第７条）

主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、地方公共

団体及び事業主の行動計画の策定に関する指針を定めなければならない。

４ 地方公共団体の行動計画（第８条、第９条）

市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、親

子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭

の両立等について、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画

を策定するものとする。

５ 一般事業主行動計画（第１２条）

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人を超えるものは、従業員

の仕事と家庭の両立等に関し、行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために

事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定しなければならない。

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３００人以下のものについては、
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努力義務）

６ 特定事業主行動計画（第１９条）

国及び地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、行動計画策定指

針に即して、目標、目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定

するものとする。

７ 次世代育成支援対策推進センター（第２０条）

一般事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、行動計画

の策定・実施を支援する。

８ 次世代育成支援対策地域協議会（第２１条）

地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動

を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができる。
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Ⅴ 少子化社会対策基本法の概要

法律の目的

我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が２１世紀の国民生活

に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、もとより結婚や出産

は個人の決定に基づくものではあるが、少子化に対処するための施策を総合的に

推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与する

ことを目的として、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにす

るとともに、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策

の基本となる事項などが定められています。

法律の概要

１ 施策の基本理念（第２条）

少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的

責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意し

つつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代

の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備することを旨と

して講ぜられなければならない。

２ 国の責務（第３条）

国は、少子化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

３ 地方公共団体の責務（第４条）

地方公共団体は、少子化に対処するための施策に関し、国と協力しつつ、当該地域

の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

４ 事業主の責務（第５条）

事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活

を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化対策に対処する

ための施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

５ 国民の責務（第６条）

国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てる事のでき

る社会の実現に資するよう努めるものとする。

６ 施策の大綱（第７条）

政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に
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対処するための施策の大綱を定めなければならない。

７ 基本的施策（第１０条～第１７条）

国及び地方公共団体は、雇用環境の整備、保育サービス等の充実、地域社会におけ

る子育て支援体制の整備、母子保健医療体制の充実等、ゆとりのある教育の推進等、

生活環境の整備、経済的負担の軽減、教育及び啓発に必要な施策を講ずるものとする。
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Ⅵ 子ども・子育て応援プランの概要

策定の趣旨

少子化社会対策基本法に基づき、国の基本施策として、平成１６年６月に「少

子化社会対策大綱」が策定されるとともに、この大綱に盛り込まれた施策につい

て効果的な推進を図るため、重点施策の具体的実施計画として、平成１６年１２

月に「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画」（子ども・子育

て応援プラン）が策定されました。子ども・子育て応援プランの概要は、以下の

とおりです。

《子ども・子育て応援プランの概要》

１ 若者の自立とたくましい子どもの育ち

(1) 若者の就労支援の充実
(2) 奨学金事業の充実
(3) 体験活動を通じた豊かな人間性の育成
(4) 子どもの学びの支援

２ 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

① 企業等におけるもう一段の取組の推進

② 育児休業制度等についての取組の推進

③ 男性の子育て参加の促進

④ 仕事と生活の調和のとれた働き方の実現

⑤ 安心して妊娠・出産し働き続けられる職場環境の整備

⑥ 再就職等の促進

３ 生命の大切さ、家庭の役割等についての理解

４ 子育ての新たな支え合いと連帯

(1) きめ細かい地域子育て支援の展開
① 気軽に利用できる子育て支援の拠点の整備

② 就学前の教育・保育の充実

③ 地域住民による主体的な子育て支援の促進

(2) 子育て家庭が必要なときに利用できる保育サービス等の充実
① 待機児童ゼロ作戦のさらなる展開

② 放課後児童対策の充実

③ 多様な保育ニーズへの対応

(3) 家庭教育支援の充実
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(4) 特に支援を必要とする子どもとその家庭に対する支援の推進
① 児童虐待防止対策の推進

② 母子家庭等ひとり親家庭への支援の推進

③ 障害児等への支援の推進

(5) いつでも安心して小児医療、母子保健医療が受けられる体制の整備
① 子どもの病気に対し適切に対応できる体制整備

② 子どもの健やかな成長の促進

③ 子どもの心と身体の問題への対応

④ 妊娠・出産の安全・安心の確保

⑤ 不妊に悩む者への支援

⑥ 成育医療の推進

(6) 子育てに安心、安全な住まいやまちづくり
① 子育てに適した住宅の確保等の支援

② 子育てバリアフリーなどの推進

③ 子どもの安全の確保

(7) 経済的負担の軽減


